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○議事日程 

 日程第 １ 会議録署名議員の指名 

       （諸般の報告） 

 日程第 ２ 同意第 ５ 号 副町長の選任について 

 日程第 ３ 同意第 ６ 号 教育委員会教育長の任命について 

 日程第 ４ 議案第２８号 動産の取得について〔発電機〕 

 日程第 ５ 議案第２９号 動産の取得について〔ロータリ除雪車〕 

 日程第 ６ 議案第３０号 動産の取得について〔美幌小学校校務用コンピュータ機器〕 

 日程第 ７ 議案第３１号 動産の取得について〔旭小学校教育用コンピュータ機器〕 

 日程第 ８ 議案第３２号 工事請負契約の締結について〔美幌下水終末処理場非常用発

電設備更新工事〕 

 日程第 ９ 議案第３３号 美幌町過疎地域自立促進市町村計画の一部変更について 

 日程第１０ 議案第３４号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 

 日程第１１ 議案第３５号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について 

 日程第１２ 議案第３６号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について 

 日程第１３ 議案第３７号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について 

 日程第１４ 議案第３８号 美幌町基金条例の一部を改正する条例制定について 

 日程第１５ 議案第３９号 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例制定

について 

 日程第１６ 議案第４０号 美幌町交流促進センター条例の一部を改正する条例制定につ

いて 

 日程第１７ 議案第４１号 平成３１年度美幌町一般会計補正予算（第２号）について 

 日程第１８ 議案第４２号 平成３１年度美幌町介護保険特別会計補正予算（第１号）に

ついて 

 

◯日程追加事件 

 追加日程第１ 行政報告 

 追加日程第２ 議案第４３号 平成３１年度美幌町一般会計補正予算（第３号）について 

 

○議事日程 

 日程第１９ 意見書案第１号 新たな過疎対策法の制定に関する意見書について 

 日程第２０ 意見書案第２号 国の責任による３５人以下学級の前進を求める意見書につい

て 

 日程第２１ 意見書案第３号 「これからの高校づくりに関する指針」を見直し、機械的な

高校統廃合を行わないことを求める意見書について 

 日程第２２ 意見書案第４号 特別支援学校の設置基準の策定及び特別支援学級の学級編制

標準の改善を求める意見書について 

 日程第２３ 意見書案第５号 ２０１９年度北海道最低賃金改正等に関する意見書について 

 日程第２４ 意見書案第６号 ２０２０年度地方財政の充実・強化を求める意見書について 

 日程第２５ 意見書案第７号 日米貿易協定交渉に関する意見書について 

 日程第２６ 報告第 ６ 号 平成３０年度美幌町一般会計予算繰越明許費繰越計算書につ

いて 
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 日程第２７ 報告第 ７ 号 一般財団法人美幌みどりの村振興公社の経営状況報告につい

て 

 日程第２８ 報告第 ８ 号 例月出納検査報告について（２月～４月分） 

 日程第２９ 議員の派遣について 

 日程第３０ 閉会中の継続調査について 

 

○出席議員 

     １番 戸 澤 義 典 君      ２番 稲 垣 淳 一 君 

     ３番 大 江 道 男 君      ４番 髙 橋 秀 明 君 

     ５番 木 村 利 昭 君      ６番 伊 藤 伸 司 君 

     ７番 馬 場 博 美 君      ８番 古 舘 繁 夫 君 

     ９番 藤 原 公 一 君     １０番 坂 田 美栄子 君 

 副議長１１番 岡 本 美代子 君     １２番 上 杉 晃 央 君 

    １３番 松 浦 和 浩 君  議 長１４番 大 原   昇 君 

 

○欠席議員 

なし 

 

○地方自治法第１２１条第１項の規定による出席説明員 

  美 幌 町 長        平 野 浩 司 君 監 査 委 員        髙 木   清 君 

 

○地方自治法第１２１条第１項の規定による出席受任説明員 

副 町 長        平 井 雄 二 君   総 務 部 長        広 島   学 君 

  民 生 部 長        高 崎 利 明 君   経 済 部 長        矢 萩   浩 君 

  建設水道部長        石 澤   憲 君   病 院 事 務 長        但 馬 憲 司 君 

 事務連絡室長        志 賀   寿 君   会 計 管 理 者        武 田 孝 司 君 

  総 務 主 幹        小 室 保 男 君   庁舎建設主幹 遠 國   求 君 

  防災危機管理主幹 河 端   勲 君   まちづくり主幹 田 中 三智雄 君 

  政 策 主 幹 小 室 秀 隆 君   財 務 主 幹 中 尾   亘 君 

  契約財産主幹 大 場 正 規 君   税 務 主 幹 関   弘 法 君 

  環境生活主幹 渡 辺 靖 行 君   児童支援主幹        多 田 敏 明 君 

福 祉 主 幹        遠 藤   明 君   健康推進主幹        大 場 圭 子 君 

  農 政 主 幹        佐々木   斉 君   みらい農業センター主幹  午 来   博 君 

  商 工 主 幹 後 藤 秀 人 君   観 光 主 幹 那 須 清 二 君 

  建 設 主 幹        川 原 武 志 君   施設管理主幹 中 沢 浩 喜 君 

  建 築 主 幹 西   俊 男 君   水 道 主 幹 御 田 順 司 君 

  病院総務主幹 菅   敏 郎 君   地 域 医 療 連 携 主 幹 高 山 吉 春 君 

  事務連絡室次長 川 口 真 人 君   教 育 部 長 田 村 圭 一 君 

  学校教育主幹 以 頭 隆 志 君   学校給食主幹        斉 藤 浩 司 君 

  社会教育主幹 露 口 哲 也 君   スポーツ振興主幹 浅 野 謙 司 君 

  博 物 館 主 幹 鬼 丸 和 幸 君   農業委員会事務局長 酒 井 祐 二 君 
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○議会事務局出席者 

  事 務 局 長        藤 原 豪 二 君   次     長 佐 藤 和 恵 君 

  議 事 係 長        橋 本   勝 君   議 事 係        新 田 麻 美 君

  選挙管理委員会事務局長        
監査委員室長        

谷 川 明 弘 君 
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午前１０時００分 開議   

 

◎開議宣告 

○議長（大原 昇君） おはようございま

す。 

ただいまの出席議員は１４名でありま

す。定足数に達しておりますので、これか

ら令和元年第３回美幌町議会定例会、第３

日目の会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（大原 昇君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は会議規則第１２５条の

規定により、５番木村利昭さん、６番伊藤

伸司さんを指名します。 

――――――――――――――――――― 

◎諸般の報告 

○議長（大原 昇君） 諸般の報告を行い

ます。 

諸般の報告については、事務局長から報

告させます。 

○事務局長（藤原豪二君） 諸般の報告を

申し上げます。 

本日の会議につきましては、お手元に配

付しております議事日程のとおりでありま

す。朗読については省略させていただきま

す。 

次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましては、第

１日目と同様でありますので御了承願いま

す。 

以上で、諸般の報告を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 同意第５号 

○議長（大原 昇君） 日程第２ 同意第

５号副町長の選任についてを議題としま

す。 

直ちに提出者の説明を求めます。 

町長。 

○町長（平野浩司君） ２ページをお開き

いただきたいと存じます。 

同意第５号副町長の選任について御説明

を申し上げます。 

本町の副町長平井雄二氏は、本年６月３

０日をもって任期満了となりますので、次

の者を選任いたしたく、地方自治法第１６

２条の規定により議会の同意を求めるもの

でございます。 

氏名、髙﨑利明さん。 

住所、生年月日については、議案に記載

のとおりでございます。 

以上、御説明いたしました。 

よろしくお願い申し上げます。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、同意第５号副町長の選任につ

いてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本件は、同意することに賛成の方は起立

願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本件は、同意することに決

定しました。 

暫時休憩します。 

午前１０時０３分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午前１０時１３分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第３ 同意第６号 

○議長（大原 昇君） 日程第３ 同意第

６号教育委員会教育長の任命についてを議

題とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（平野浩司君） 議案の３ページを
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お開き願います。 

同意第６号教育委員会教育長の任命につ

いて御説明申し上げます。 

本町の教育委員会教育長に、次の者を任

命いたしたく、地方教育行政の組織及び運

営に関する法律第４条第１項の規定により

議会の同意を求めるものでございます。 

氏名、矢萩浩さん。 

住所、生年月日につきましては、議案に

記載のとおりでございます。 

以上、御説明いたしました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、同意第６号教育委員会教育長

の任命についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

暫時休憩します。 

午前１０時１５分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午前１０時１７分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第４ 議案第２８号 

○議長（大原 昇君） 日程第４ 議案第

２８号動産の取得についてを議題としま

す。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 議案４ページ

になります。 

議案第２８号動産の取得について御説明

を申し上げます。 

次のとおり、動産を取得するものとす

る。 

記以下につきましては、参考資料により

御説明申し上げますので、参考資料の１ペ

ージをお開きいただきたいと思います。 

資料１、議案第２８号関係でございま

す。 

今回の発電機の取得につきましては、昨

年のブラックアウトを受け、停電時におけ

ますライフライン、あるいは、医療確保及

び災害対応に必要な電源確保を図るため

に、発電機８台の購入を図るものでござい

ます。 

納入場所につきましては、美幌町字報徳

７９番地の４、防災倉庫、東３条北２丁目

１番地、しゃきっとプラザ、仲町２丁目３

８番地の１、国保病院の３カ所でございま

す。 

動産の概要でございますが、まず一つ目

が、３７キロボルトアンペアの発電機が５

台でございます。 

この５台につきましては、水道加圧用ポ

ンプに１台、それから、下水道マンホール

ポンプ用として４台の都合５台の購入を行

うものでございます。 

２番目の５０キロボルトアンペアの発電

機１台につきましては、下水道マンホール

ポンプ用の発電機として１台の購入を図る

ものでございます。 

３番目の８０キロボルトアンペアの発電

機につきましては、１台でございますけれ

ども、国保病院の医療確保を図るために配

置を行おうとするものでございます。 

それから、４番目の１２５キロボルトア

ンペアにつきましては１台でございますけ

れども、これはしゃきっとプラザに配置を

するものでございます。 

入札年月日が、令和元年５月９日。 

指名業者名につきましては、株式会社戸

田機械店、以下記載のとおりでございま

す。 
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取得金額につきましては、２,０１３万

円。 

取得の相手方、網走郡美幌町字西１条北

４丁目１番地、株式会社戸田機械店、代表

取締役戸田哲也でございます。 

契約保証金については、免除。 

契約年月日につきましては、議決後本契

約ということになります。 

納入期限は、令和２年３月３１日として

おりますが、これにつきましては、昨年の

ブラックアウトを受けまして、発電機の需

要が増加していることから納期を長くとっ

ていますが、１０月末までの納入で調整を

図りたいというふうに考えてございます。 

以上、御説明申し上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

１１番岡本美代子さん。 

○１１番（岡本美代子君） 昨年は３月の

予算で８台買うことが決定していて、実際

に納期となったのは８月の中過ぎでした。 

だから、ちょうどブラックアウトに間に

合ったということなのですけれども、今の

説明ではことしは１０月末あたりというこ

となのですけれど、ブラックアウトの影響

で全道的に発電機の発注が多いということ

です。ただ、１０月末といったら、大体雨

の災害が終わるころかなというふうに思っ

ています。これは１０月末までかかるとい

うことなのでしょうか。 

この辺を詳しくお聞かせください。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 今、入札が終

わりまして、納入業者との協議の中では１

０月末までには何とかそろえられるのでは

ないかという御返答をいただいているとこ

ろでございます。 

大雨時、台風時の発電機につきまして

は、既におおむね整備をしてございます。 

今回の発電機につきましては、ブラック

アウト、停電時の発電機ということで、今

は１０月末で調整をしておりますけれど

も、できるだけ早い時期に納入できるよう

業者との調整を図っていきたいと考えてご

ざいます。 

○議長（大原 昇君） １１番岡本美代子

さん。 

○１１番（岡本美代子君） きりがないの

かもしれませんけれど、これで美幌町で

は、発電機がおおむね充足したのか、その

辺を聞きたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） まず、大雨時

に対応する発電機につきましては、今年度

おおむね整備が終わったというふうに考え

てございます。 

昨年初めて経験いたしましたブラックア

ウトの状態の中で、ライフライン等を確保

するために必要となった設置台数について

今回購入を図るというものでございますの

で、おおむね発電機の整備については、ま

たどんな状態が起こるかわかりませんけれ

ども、今の段階ではおおむね発電機の整備

については完了するのではないかと考えて

ございます。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） ２,０１３万円とい

うことですけれども、落札率を教えてくだ

さい。 

○議長（大原 昇君） 契約財産主幹。 

○契約財産主幹（大場正規君） ただいま

の落札率の関係でございますが、９２.６

１％となってございます。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、議案第２８号動産の取得につ

いてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 
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本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第５ 議案第２９号 

○議長（大原 昇君） 日程第５ 議案第

２９号動産の取得についてを議題としま

す。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

建設水道部長。 

○建設水道部長（石澤 憲君） 議案の５

ページでございます。 

動産の取得についてを御説明申し上げま

す。 

議案第２９号動産の取得について。 

次のとおり、動産を取得するものとす

る。 

記以下につきましては、参考資料で御説

明いたしますので、参考資料の２ページを

お開き願います。 

資料２、議案第２９号関係。 

動産の取得について。 

ロータリ除雪車１台の購入であります。 

納入場所、美幌町字報徳７９番地の４。 

動産の概要は記載のとおりであります。 

入札年月日、令和元年５月３０日。 

指名業者名は、北海道川崎建機株式会社

ほか記載の三者であります。 

取得の金額、６,１３８万円。 

参考でありますが、消費税抜きの額が５,

５８０万円。 

落札率は９０.５％であります。 

取得の相手方、北見市東相内町９３４番

地３、北海道川崎建機株式会社北見支店、

支店長浅野明広であります。 

契約保証金、免除。 

契約年月日、議決後本契約による。 

納入期限は、令和２年３月１６日であり

ます。 

以上、御説明申し上げました。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

１番戸澤義典さん。 

○１番（戸澤義典君） 納入期限が年明け

の３月ということですが、そうなると今年

度の除雪には間に合わないかと思うのです

けれど、早くなる可能性はないのでしょう

か。 

○議長（大原 昇君） 施設管理主幹。 

○施設管理主幹（中沢浩喜君） 納入期限

は、最大の期限でして、納入業者のほうに

はできるだけ早く納入をお願いしていると

ころであります。 

以上であります。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 新しい機械ですの

で、多分オペレーターの慣熟訓練が必要に

なってくると思うのです。 

それであれば、やはり雪の降る前、遅く

とも１１月末ぐらいまでには納入しないと

間に合わないと思うのですけれども、その

辺は可能性があるのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 施設管理主幹。 

○施設管理主幹（中沢浩喜君） 受注生産

なものですから、日本全国でも年間につく

られる台数というのが６台とか、５台とか

その程度でして、生産台数も限られており

まして、最大限みて９カ月ということで、

なるべく早く納入はしていただきたいので

すけれども、今年度については降雪期の１

番必要な時期に間に合うというのはなかな

か難しいというふうに考えております。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、議案第２９号動産の取得につ

いてを採決します。 
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この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第６ 議案第３０号 

○議長（大原 昇君） 日程第６ 議案第

３０号動産の取得についてを議題としま

す。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

教育部長。 

○教育部長（田村圭一君） 議案第３０号

動産の取得について御説明を申し上げま

す。 

議案書の６ページをごらんください。 

議案第３０号動産の取得について。 

次のとおり、動産を取得するものとす

る。 

記以下につきましては、参考資料で御説

明いたしますので、参考資料の３ページを

お開きください。 

資料３、議案第３０号関係。 

美幌小学校校務用コンピュータ機器とい

うことで、平成２５年度に導入しておりま

した美幌小学校教員用のコンピューター機

器につきまして、前回の導入から６年が経

過し、経年劣化によりハードディスクやデ

ィスプレーなどに不調を来していることか

ら、今年度更新をさせていただくものでご

ざいます。 

納入場所につきましては、美幌町字西２

条北４丁目、美幌町立美幌小学校でござい

ます。 

動産の概要でございますが、初めにノー

ト型コンピューター２９台、富士通製で一

般教員用でございます。 

次に、スモール型コンピューター３台、

これも富士通製で、校長、教頭、事務職員

用のコンピューターでございます。 

次に、デスクトップ型コンピューター１

台、富士通製で、共用として使用をするコ

ンピューターでございます。 

サーバーにつきましては１台、富士通製

でございまして、停電などの非常時の対応

のため、無停電電源装置つきとなっており

ます。 

ソフトウエアでございますが、ジャスト

スクール７一式、ジャストシステム社製に

つきましては、授業に必要となる教材等の

ソフトを搭載した教員専用の総合ソフトウ

エアでございます。 

クライアント運用管理ソフト一式、スカ

イ社製につきましては、ネットワーク機器

などの一元管理を行うソフトウエアでござ

います。 

オフィススタンダード２０１９一式、マ

イクロソフト社製につきましては、ワープ

ロソフトや表計算ソフトなど事務で使用す

ることの多いソフトを一つにまとめたソフ

トパッケージでございます。 

なお、コンピューターなどのそれぞれの

仕様、機能などは記載のとおりでございま

す。 

入札年月日は、令和元年５月３０日。 

指名業者は、株式会社久山商店ほか記載

の９業者でございます。 

取得の金額は、９７０万９,２００円で、

落札率は９７.１％でございます。 

取得の相手方、網走郡美幌町字大通北３

丁目１２番地、株式会社久山商店、代表取

締役久山邦徳でございます。 

契約保証金は、免除。 

契約年月日は、議決後本契約による。 

納入期限は、令和元年９月３０日とする

ものでございます。 

以上、御説明申し上げましたので、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま
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す。 

これから、議案第３０号動産の取得につ

いてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第７ 議案第３１号 

○議長（大原 昇君） 日程第７ 議案第

３１号動産の取得についてを議題としま

す。 

直ちに、提案理由の説明を求めます。 

教育部長。 

○教育部長（田村圭一君） 議案第３１号

動産の取得について御説明申し上げます。 

議案書の７ページをごらんください。 

議案第３１号動産の取得について。 

次のとおり、動産を取得するものとす

る。 

記以下につきましては、参考資料で御説

明いたしますので、参考資料の４ページを

お開きください。 

資料４、議案第３１号関係。 

旭小学校教育用コンピュータ機器という

ことで、平成２１年度、平成２４年度、平

成２５年度及び平成２６年度に導入してお

りました旭小学校教育用コンピューター機

器につきまして、前回の導入から１０年か

ら５年が経過し、経年劣化によりハードデ

ィスクやディスプレーなどに不調を来して

いることから、今年度更新をさせていただ

くものでございます。 

納入場所、美幌町字稲美１４０番地、美

幌町立旭小学校でございます。 

動産の概要でございますが、タブレット

型コンピューター３６台、富士通製で教師

用が１台、児童用が３５台でございます。 

サーバー１台につきましても、富士通製

でございます。 

プリンターにつきましては、カラーイン

クジェットプリンターがエプソン製、Ａ３

ノビ対応１台、モノクロレーザープリンタ

ーがキャノン製、Ａ４対応２台でございま

す。 

ソフトウエアでございますが、ジャスト

スマイル８一式、ジャストシステム社製に

つきましては、動画ツール、学習情報活用

教材、ワープロなどを登載したソフトウエ

アでございます。 

ＩＣＴ活用教育支援ソフト一式、スカイ

社製につきましては、タブレット端末を授

業で使いやすく制御するソフトウエアでご

ざいます。 

なお、それぞれの使用及び機能などは記

載のとおりでございます。 

入札年月日は、令和元年５月３０日。 

指名業者は、株式会社久山商店ほか記載

の９業者でございます。 

取得の金額は、１,０９９万４,４００円

で、落札率は９５.７％でございます。 

取得の相手方は、網走郡美幌町字大通北

３丁目１２番地、株式会社久山商店、代表

取締役久山邦徳であります。 

契約保証金は、免除。 

契約年月日は、議決後本契約による。 

納入期限は、令和元年９月３０日でござ

います。 

以上、御説明申し上げましたので、よろ

しくお願い申し上げます。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

１３番松浦和浩さん。 

○１３番（松浦和浩君） ちょっと質問が

難しいなと思って今考えてますけれど、簡

単に一つだけ、入れかえするパソコンの導

入年度がばらばらだということと、富士通

をまた富士通にするということと、前回の

更新の時に一部使えるパソコンの処理につ

いて、一回確認をとったことがあるのです

けれど、今回、８０台ぐらいなのですけれ
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ど、これで使えるパソコンと使えないパソ

コンというのはなかなか難しいと思うので

すけれど、無下になげるのか、学校内でう

まく使うのか、もしくはやすく売る先があ

ったのか、償却年度は過ぎていますけれ

ど、使えるものについてはどのように使っ

ていくのか。 

逆にそうなれば、また、ソフトの入れか

えだとか保守、メンテもかかると思うので

すけれど、ちょっともったいないなと思い

ますので、その辺をご回答願います。 

○議長（大原 昇君） 学校教育主幹。 

○学校教育主幹（以頭隆志君） それで

は、御質問にお答えしたいと思います。 

まず、１点目の購入年度がばらばらとい

うことでございますが、平成２８年度以前

は学校ごとに台数を６台、７台程度で毎年

配置をするという形をとっておりました。 

平成２９年度以降につきましては、学校

単位として更新を図っていくという考え方

で実施しておりますので、年度の違いが出

ているという状況でございます。 

また、２点目のメーカーが富士通製とい

うところでございますけれども、今回につ

きましても、入札の時には富士通とＮＥＣ

と同等品というようなことで入札を実施し

て、結果、富士通製になったという経緯で

ございます。 

あと、３点目の現在使用しているものの

処理についてでございますけれども、基本

的には廃棄ということになってございまし

て、データ消去に５，０００円、廃棄の費

用で５,０００円ということで、通常だと１

万円程度の費用がかかるというふうになっ

てございますけれども、データの引き取り

の部分とデータ消去の完了報告をしていた

だいて、引き取っていただいて、相殺をし

て費用をかけずに平成２８年度以降廃棄を

していただいているということでございま

す。 

平成２８年度につきましては、道外の業

者、日本システムケアに処分をしていただ

きまして、２９年度、３０年度と北見市に

ありますリサイクルパソコンビークルに廃

棄をしていただいてるという状況で、この

ビークルにつきましては、オホーツク振興

局でも廃棄の実績があるというふうにお聞

きをしておりまして、今年度についてもそ

のように考えております。 

また、使えるパソコンの有効活用という

ことでございますけれども、他の学校で使

用できなくなるパソコンが出てきておりま

すので、ある程度の台数は残しながら、そ

の壊れたところと交換しながら活用すると

いうことで実施をしておりますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

以上です。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、議案第３１号動産の取得につ

いてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第８ 議案第３２号 

○議長（大原 昇君） 日程第８ 議案第

３２号工事請負契約の締結についてを議題

とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

建設水道部長。 

○建設水道部長（石澤 憲君） 議案８ペ

ージでございます。 

工事請負契約の締結についてを御説明申

し上げます。 

議案第３２号工事請負契約の締結につい

て。 
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次のとおり、工事請負契約を締結するも

のとする。 

記以下につきましては、参考資料で御説

明いたしますので、参考資料の５ページを

お開き願います。 

資料５、議案第３２号関係。 

工事請負契約の締結について。 

美幌下水終末処理場非常用発電設備更新

工事であります。 

工事の場所、美幌町字報徳７９番地の

１。 

工事の概要は、非常用発電設備の更新

で、記載のとおりでございます。 

入札年月日、令和元年５月３０日。 

指名業者名は、株式会社電建ほか記載の

５社であります。 

契約金額、１億７,９３０万円。 

参考でありますが、消費税抜きの金額が

１億６,３００万円。 

落札率は９７.９％であります。 

契約の相手方、網走郡美幌町字美禽１８

４番地１２、株式会社電建美幌支店、支店

長飯坂伸一であります。 

契約保証金、契約金額の１００分の１０

以上。 

契約年月日、議決後本契約による。 

工期は、本契約後４７０日とするもので

あります。 

本日議決をいただき、契約しますと、工

期は令和２年１０月１日となります。 

以上、御説明申し上げました。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第３２号工事請負契約の

締結についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第９ 議案第３３号 

○議長（大原 昇君） 日程第９ 議案第

３３号美幌町過疎地域自立促進市町村計画

の一部変更についてを議題とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 議案９ページ

になります。 

議案第３３号美幌町過疎地域自立促進市

町村計画の一部変更について、御説明を申

し上げます。 

過疎地域自立促進特別措置法第６条第７

項において準用する同条第１項の規定に基

づき、美幌町過疎地域自立促進市町村計画

の一部を変更するものでございます。 

変更内容につきましては、参考資料によ

り御説明申し上げますので、参考資料の６

ページをお開き願います。 

資料６でございます。 

現在の過疎計画につきましては、平成２

８年３月に、平成２８年度から平成３２年

度までの５カ年を計画期間として策定を行

っているところでございます。 

しかし、令和元年度の起債申請に当たり

まして、計画に登載されていない事業があ

ることから、事業の追加を行おうとするも

のでございます。 

変更内容につきましては、今年度当初予

算で予定をされております６ページから７

ページに記載の土地改良事業、それから道

路事業が８事業、橋梁長寿命化事業、公共

サイン整備事業、屋内多目的運動場整備事

業の１２の事業について、新たに計画に追

加を行うものでございます。 

なお、過疎債につきましては、充当率が

１００％、交付税措置は元利償還の７０％

が措置をされるものでございます。 
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以上、御説明を申し上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第３３号美幌町過疎地域

自立促進市町村計画の一部変更についてを

採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１０ 議案第３４号 

○議長（大原 昇君） 日程第１０ 議案

第３４号辺地に係る公共的施設の総合整備

計画の策定についてを議題とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

総務部長。 

○総務部長（広島 学君） １２ページに

なります。 

議案第３４号辺地に係る公共的施設の総

合整備計画の策定について御説明を申し上

げます。 

辺地に係る公共的施設の総合整備のため

の財政上の特別措置等に関する法律第３条

第１項の規定に基づき、福住、豊富、豊岡

辺地に係る公共的施設の総合整備計画を別

紙のとおり定めるということで、まず、１

３ページの福住、それから１４ページの豊

富、１５ページの豊岡の３辺地につきまし

ては、平成３０年度末をもって計画期間が

満了したことから、今後の事業実施におき

ましても辺地対策事業債の活用を図る予定

であるため、本年度から令和５年度までの

５年間の整備計画を新たに策定するもので

ございます。 

それぞれの各辺地におけます公共的施設

の５年間の整備計画の内容でございます

が、まず１３ページの福住辺地につきまし

ては、個別排水処理施設、道営土地改良事

業、農道整備事業を予定しての整備計画で

ございます。 

次に、１４ページの豊富辺地につきまし

ては、同じく５年間において、個別排水処

理施設、道営土地改良事業、そして、除雪

ショベルの購入を予定しての整備計画でご

ざいます。 

最後に、１５ページの豊岡辺地につきま

しては、個別排水処理施設及び道営土地改

良事業を予定しての整備計画でございま

す。 

以上、御説明を申し上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第３４号辺地に係る公共

的施設の総合整備計画の策定についてを採

決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１１ 議案第３５号 

○議長（大原 昇君） 日程第１１ 議案

第３５号北海道町村議会議員公務災害補償

等組合規約の変更についてを議題としま

す。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 議案１６ペー

ジになります。 
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議案第３５号北海道町村議会議員公務災

害補償等組合規約の変更について御説明を

申し上げます。 

地方自治法第２８６条第１項の規定によ

り、北海道町村議会議員公務災害補償等組

合規約を次のとおり変更する。 

記以下につきましては、参考資料により

御説明を申し上げますので、参考資料の８

ページをお開きいただきたいと思います。 

資料７でございます。 

今回の規約の変更につきましては、脱退

する団体が生じたことから、規約を変更し

ようとするものでございます。 

変更内容につきましては、ここに記載の

四つの組合が本年３月３１日に解散したこ

とから、規約の変更を行おうとするもので

ございます。 

変更に伴います新旧対照表につきまして

は９ページのほうに添付をさせていただい

てございます。 

根拠法令等につきましては、地方自治

法。 

施行日につきましては、総務大臣の許可

の日からということになります。 

以上、御説明申し上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第３５号北海道町村議会

議員公務災害補償等組合規約の変更につい

てを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１２ 議案第３６号 

○議長（大原 昇君） 日程第１２ 議案

第３６号北海道市町村職員退職手当組合規

約の変更についてを議題とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

総務部長。 

○総務部長（広島 学君） １７ページの

議案第３６号になります。 

北海道市町村職員退職手当組合規約の変

更について御説明を申し上げます。 

地方自治法第２８６条第１項の規定によ

り、北海道市町村職員退職手当組合規約を

次のとおり変更する。 

記以下につきましては、参考資料により

御説明を申し上げますので、参考資料の１

０ページをお開き願います。 

資料８、議案第３６号関係でございま

す。 

北海道市町村職員退職手当組合規約の変

更についてでございます。 

改正目的につきましては、脱退する団体

が生じたことから、それに基づきまして規

約を変更しようとするものでございます。 

変更内容につきましては、組合加入団体

のうち、ここに記載の３団体が本年３月３

１日に解散したことに伴い、これらを削除

するものでございます。 

なお、変更に伴います新旧対照表を１１

ページに添付させていただいてございま

す。 

根拠法令につきましては、地方自治法。 

施行日については、総務大臣の許可の日

ということでございます。 

以上、御説明を申し上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第３６号北海道市町村職

員退職手当組合規約の変更についてを採決
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します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１３ 議案第３７号 

○議長（大原 昇君） 日程第１３ 議案

第３７号北海道市町村総合事務組合規約の

変更についてを議題とします。 

直ちに、提案理由の説明を求めます。 

総務部長。 

○総務部長（広島 学君） １８ページで

ございます。 

議案第３７号北海道市町村総合事務組合

規約の変更について御説明を申し上げま

す。 

地方自治法第２８６条第１項の規定によ

り、北海道市町村総合事務組合規約を次の

ように変更する。 

記以下につきましては、参考資料１２ペ

ージにより御説明を申し上げます。 

資料９でございます。 

議案第３７号関係。 

北海道市町村総合事務組合規約の変更に

ついてでございます。 

改正目的につきましては、議案第３６号

同様、脱退する団体が生じたことから、規

約を変更しようとするものでございます。 

変更内容につきましては、前の議案と同

じ３団体が本年３月３１日に解散したこと

に伴い削除を行おうとするものでございま

す。 

この規約の変更に伴います新旧対照表を

１３ページのほうに添付をさせていただい

てございます。 

根拠法令につきましては、地方自治法。 

施行日につきましては、北海道知事の許

可の日でございます。 

以上、御説明を申し上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第３７号北海道市町村総

合事務組合規約の変更についてを採決しま

す。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１４ 議案第３８号 

○議長（大原 昇君） 日程第１４ 議案

第３８号美幌町基金条例の一部を改正する

条例制定についてを議題とします。 

直ちに、提案理由の説明を求めます。 

経済部長。 

○経済部長（矢萩 浩君） 議案の１９ペ

ージをお開き願います。 

議案第３８号美幌町基金条例の一部を改

正する条例制定についてを御説明申し上げ

ます。 

美幌町基金条例の一部を改正する条例を

次のように制定しようとする。 

記以下につきましては、参考資料で御説

明いたしますので、参考資料の１４ページ

をお開き願います。 

資料１０、議案第３８号関係でありま

す。 

美幌町基金条例の一部を改正する条例制

定についてであります。 

改正目的でありますが、平成３１年度の

税制改正におきまして、国税として創設さ

れました森林環境税の令和６年度からの課

税に先立ちまして、その全額に相当する額
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を市町村及び都道府県に平成３１年度から

森林環境譲与税として譲与されることにな

りました。 

本町におきましても、この譲与税を法令

で定められた使途どおりに確実に執行する

ことと、その実績をわかりやすく公表でき

るよう森林環境譲与税基金を設置して、財

源の管理を行おうとするものであります。 

改正の内容でありますが、１といたしま

して、第２条では、次に掲げる基金を当該

各号に定める目的のため設置するとうたわ

れておりますが、ここに第１６号として、

森林環境譲与税基金、間伐や人材育成、担

い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等

の森林整備及びその促進に必要な事業に要

する経費に資するを加えるものでありま

す。 

２、３でございますが、第３条の積み立

てに関する条、第５条の処分に関する条

に、既存の各基金の名称がうたわれており

ますが、その中に、森林環境譲与税基金を

加えた文言に改正しようとするものであり

ます。 

４は、第６条の運用益金の処理について

でありますが、運用収益及び基金を原資と

する事業によって発生する収益は、一般会

計予算に計上して、基金に編入することの

規定を追加するものであります。 

なお、改正の新旧対照表を１５ページ、

１６ページに添付しております。 

根拠法令は、地方自治法第２４１条。 

施行日は、公布の日からであります。 

以上、御説明申し上げました。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第３８号美幌町基金条例

の一部を改正する条例制定についてを採決

します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

暫時休憩をします。 

再開は、１１時１５分といたします。 

午前１１時００分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午前１１時１５分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１５ 議案第３９号 

○議長（大原 昇君） 日程第１５ 議案

第３９号災害弔慰金の支給等に関する条例

の一部を改正する条例制定についてを議題

とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

民生部長。 

○民生部長（高崎利明君） 議案の２０ペ

ージをお開き願います。 

議案第３９号災害弔慰金の支給等に関す

る条例の一部を改正する条例制定について

御説明申し上げます。 

災害弔慰金の支給等に関する条例の一部

を改正する条例を次のように制定しようと

する。 

記以下につきましては、参考資料で御説

明いたしますので、参考資料の１７ページ

をお開き願います。 

資料１１、議案第３９号関係。 

条例名につきましては省略させていただ

きます。 

改正の目的でありますが、第８次地方分

権一括法により、災害弔慰金の支給等に関

する法律の一部が改正され、災害援護資金

に係る貸付利率が、市町村の条例に基づき

低い金利での貸し付けが可能とされたこと

から、本町におきましても所要の改正を行
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うものであります。 

改正の内容につきましては、１点目に、

保証人及び利率の改正であります。 

①といたしまして、保証人の必置義務が

市町村の判断によるものとなったことか

ら、新たに保証人の項目を追加するもので

ございます。 

②としまして、法律により年３％に固定

されていました貸付利率につきましても、

年３％以内で市町村の判断により設定でき

るものとなったことから、保証人を立てる

場合を無利子とし、保証人を立てない場合

は年３％以内で規則で定める利率に改正す

るものであります。 

なお、規則で定める利率につきまして

は、他の福祉制度貸付金を参考に年１％と

するものとしております。 

③として、保証人の保証債務についての

規定を追加するものでございます。 

次に、２点目として、円滑な償還ため

に、被災者が選択できるよう、償還方法を

年賦償還、半年賦償還、月賦償還に改正す

るものであります。 

３点目に、今回の改正に伴い、題名を美

幌町災害弔慰金の支給等に関する条例と改

め、法令等の改正に伴う文言整理を行うも

のでございます。 

新旧対照表は１８ページでございます。 

根拠法令等は、災害弔慰金の支給等に関

する法律、災害弔慰金の支給等に関する法

律施行令。 

施行日は、公布の日であります。 

以上、御説明いたしました。 

御審議賜りますようよろしくお願いいた

します。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

１２番上杉晃央さん。 

○１２番（上杉晃央君） 説明を受けまし

たが、美幌町における過去の災害で、貸し

付けの実績件数があればお知らせくださ

い。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（高崎利明君） 美幌町におけ

る過去の貸し付け実績でございますが、平

成４年９月１１日発生の台風１７号におき

まして住宅半壊が１棟あり、そのときに１

件貸し付けをしている例がございます。 

それ以降はございません。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、議案第３９号災害弔慰金の支

給等に関する条例の一部を改正する条例制

定についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１６ 議案第４０号 

○議長（大原 昇君） 日程第１６ 議案

第４０号美幌町交流促進センター条例の一

部を改正する条例制定についてを議題とし

ます。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

経済部長。 

○経済部長（矢萩 浩君） 議案の２１ペ

ージをお開き願います。 

議案第４０号美幌町交流促進センター条

例の一部を改正する条例制定についてを御

説明申し上げます。 

美幌町交流促進センター条例の一部を改

正する条例を次のように制定しようとす

る。 

記以下につきましては、参考資料で御説

明いたしますので、参考資料の１９ページ

をお開き願います。 

資料１２、議案第４０号関係でありま
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す。 

美幌町交流促進センター条例の一部を改

正する条例制定についてであります。 

改正目的でありますが、交流促進センタ

ー峠の湯びほろの敷地内で行いますＲＶパ

ーク、電源設備、ログハウス、テントエリ

アといった屋外施設の使用料金を設定する

ことによる改正をしようとするものであり

ます。 

改正の内容でありますが、使用時間及び

休館日を規定しております第３条第１項

に、現在の入浴施設の使用時間午前１０時

から午後１０時までに加えて、今回新たに

追加するＲＶパーク、電源施設、ログハウ

ス、テントエリアといった屋外施設の使用

時間を終日とすることを規定しようとする

ものであります。 

そして、別表の３で規定しております使

用料に、下の囲いになります３、屋外施設

使用料として、ＲＶパークは１区画で１泊

２,０００円、電源設備は１基１泊５００

円、ログハウスは１人１泊１,０００円、テ

ントエリアは１人１泊４００円で、備考と

いたしまして、１泊の利用時間は午後３時

から翌日の午前１１時までとするものであ

ります。 

施行日は、公布の日からであります。 

なお、改正の新旧対照表を２０ページに

添付しております。 

以上、御説明申し上げました。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

５番木村利昭さん。 

○５番（木村利昭君） ＲＶパークのこと

についてお伺いをさせていただきますが、

同様のものが清里町にウエネウサルみどり

というＲＶパークがあるということを調べ

て、情報として持たせていただいておりま

す。 

こちらは、ＲＶパークの１区画としまし

て２,５００円で、電源設備を使うと５００

円という形になっておりますが、美幌町は

ＲＶパークが２,０００円で、電源設備５０

０円ということです。 

また、今回、峠の湯でＲＶパークをやる

ということで、民間も同じような形で、連

携した形でＲＶパークをやりたいという声

が多分届いているかと思いますが、そのと

きに、利用料の話も一律してやりたいとい

う話も少し耳にしております。 

なぜ、この金額にされたのかというとこ

ろと、あとは何区画取れるのかというとこ

ろで教えていただければと思います。 

○議長（大原 昇君） 観光主幹。 

○観光主幹（那須清二君） ただいまの御

質問でございますが、まず料金設定につい

てでございます。 

今回、整備することによりまして、日本

ＲＶ協会というところに加盟する予定でご

ざいます。 

そちらで参考とされているのが、利用料

金についてはおおむね２,０００円から４,

０００円にすることが望ましいというふう

にされております。 

先ほどの清里町のＲＶパークも同様に、

こちらの協会にも加入しております。それ

で、清里町につきましては、先ほど２,５０

０円という料金設定になっているというこ

とで、今回美幌町は２,０００円ということ

で、５００円の差が出るわけでございます

が、こちらにつきましては、清里町におき

ましては、実は１泊の区画のほかに足湯が

あります。 

そのほか、ドッグランがございます。 

今回、峠の湯につきましては、入浴料金

については、入る場合は別途５００円徴収

する予定でございますので、そういった部

分で清里町よりも若干安い価格ということ

で２,０００円で設定しようとするものでご

ざいます。 

また、区画につきましては、全部で５区

画用意する予定でございます。 

以上でございます。よろしくお願いいた
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します。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） ただいま、ＲＶ協

会に加盟してということでお話がありまし

たが、こちらの会費は幾らぐらいかかるの

かと、あとは協会に加盟するメリットを教

えていただければと思います。 

○議長（大原 昇君） 観光主幹。 

○観光主幹（那須清二君） 済みません。 

１点、先ほどの質問の関係で答弁漏れが

ございましたので、お答えいたします。 

民間の関係ですが、今お聞きしているの

は、民間のほうで何箇所か計画があるとい

うことを聞いております。 

その際の料金設定については、今後、ご

相談に応じたいというふうに思っておりま

すが、今の時点では、特に料金設定につい

て、この金額というような相談をした経過

はございません。 

また、ＲＶ協会負担金でございますが、

初年度の入会金は１０万円ということで、

これについては当初予算で町が負担するも

のとしてございます。 

次年度以降の年会費につきましては３万

円がかかるということになりますが、これ

につきましては、今のところは指定管理者

が負担するということになってございま

す。 

ＲＶ協会に入ることによってのメリット

なのですが、こちらは全国的な組織でござ

いまして、ここに入ることによりまして、

専門のホームページ等で情報の発信ができ

るというようなことでございます。 

そのほか、いろんな専門の情報誌などで

も周知をしていただけるということがござ

います。 

以上でございます。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） まず、金額の部分

で、先ほど御回答をいただきましてありが

とうございます。 

私が耳にしたのは、民間の方でやりたい

と思っているのは、清里町と同水準の金額

でやりたいという話で私は伺っておりま

す。 

もし、万が一そうなった場合、金額の差

異とかで、例えば、民間がやることについ

ての民間の利益の圧迫というか、そういっ

たものにならないように注意を払っていた

だけたらとまず一つ思います。 

あと、最後に一つだけ伺いたいと思いま

す。 

ＲＶパークは、あくまで車中泊で人の集

客を促すことが目的と考えます。 

ここで利益を上げることよりも、峠の湯

での飲食だったり、入浴だったり、あとは

その他町に流れて、美幌町に来てもらっ

て、お金を使っていただくということが大

事だと考えますが、そういった意味でのア

プローチに対する考え方を教えていただけ

たらと思います。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（矢萩 浩君） まず、ＲＶパ

ーク設置に伴うさまざまな効果でございま

すが、木村議員がおっしゃるように、いろ

いろな効果、交流人口の増大だとか、町の

経済活性化、町の知名度アップ等といろん

なメリットがあろうかと思います。 

また町としましても、体験型観光の推進

においても非常に有益なツールになるとい

う認識をしております。 

また、アプローチの仕方でありますが、

先ほどのＲＶ協会の関係にも関連してござ

いますが、何といってもやはり情報の発信

が１番だと思っておりますので、ＳＮＳだ

とか、この協会もそうですけれども、あり

とあらゆる方法を使いながら周知に努めて

まいりたいと思いますので、よろしくお願

いします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

１２番上杉晃央さん。 
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○１２番（上杉晃央君） １点だけ、テン

トエリア、多分、私の感覚では元のパーク

ゴルフができるコースのところだと思うの

ですけれども、具体的にそのエリアがどこ

までなのかということです。 

それと、私の想像するエリアだとした

ら、特に、何か設備をするとか、そのよう

な必要性が出てこないのかどうか、その辺

だけお尋ねしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 観光主幹。 

○観光主幹（那須清二君） ただいまの御

質問でございますが、テントエリアにつき

ましては、元のパークゴルフ場側ではなく

て、こちらのログハウスが建っているとこ

ろがあるかと思うのですが、あちらのほう

のスペースを従来から用意してございま

す。 

設備については、特にテントエリアにつ

いては設備は何も必要ないというものでご

ざいます。 

○議長（大原 昇君） １２番上杉晃央さ

ん。 

○１２番（上杉晃央君） ログハウス側だ

としたら、そんなに面積がないと思うので

すけれど、これは、大体皆さん乗ってくる

車の中で寝泊まりすることが多いので、余

りテントを張られることはないのかなと思

うのですけれども、おおよそ何区画ぐらい

というか、そのテントの大きさにもよりま

すけれども、何張りぐらい張れるのでしょ

うか。 

○議長（大原 昇君） 観光主幹。 

○観光主幹（那須清二君） 大きさなので

すが、それほど大きい面積は持っておりま

せんので、おおむね４張り、５張りぐらい

が精いっぱいかなというふうに考えており

ます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、議案第４０号美幌町交流促進

センター条例の一部を改正する条例制定に

ついてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１７ 議案第４１号 

○議長（大原 昇君） 日程第１７ 議案

第４１号平成３１年度美幌町一般会計補正

予算（第２号）についてを議題とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 議案２３ペー

ジになります。 

議案第４１号平成３１年度美幌町一般会

計補正予算（第２号）について御説明を申

し上げます。 

平成３１年度美幌町の一般会計補正予算

（第２号）は、次に定めるところによる。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ３億２９３万５,０００円を追加

し、歳入歳出それぞれ１０８億７,１８３万

円とするものでございます。 

第２項につきましては、事項別明細書に

て御説明を申し上げます。 

債務負担行為の補正。 

第２条、債務負担行為の追加は、第２

表、債務負担行為補正により御説明を申し

上げます。 

地方債の補正。 

第３条、地方債の変更及び追加につきま

しては、第３表の地方債補正により御説明

を申し上げます。 

次に、２６ページをお願いいたします。 

第２表の債務負担行為の補正でございま
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す。 

まず、役場庁舎建設につきましては、工

期を本年９月から令和３年２月までとして

の各種債務負担の補正でございます。 

一つ目の役場庁舎執務環境及び移転計画

策定業務委託料につきましては、新庁舎へ

の移転を令和３年５月連休中に予定をして

おりますが、５日間という短期間での移転

作業となることから、計画的に作業を終え

る必要があり、今回、新庁舎のフロア面積

等が実施設計により確定したことから、電

算類あるいは備品類の選定、そして、それ

らの最終配置計画及び移転スケジュールな

ど、移転に向けた計画策定を行うための委

託料でございます。 

限度額が４６２万円、委託期間を令和元

年１０月から令和３年３月までを予定して

いるものでございます。 

次の役場庁舎建設工事監理業務委託料に

つきましては、庁舎建設工事が着手される

ことから、工事監理に係る委託料で全体委

託料を１,７３２万６,０００円と見込み、

令和元年度の工事出来高を全体の５.３

５％、支出予定額９２万７,０００円を差し

引きました１,６３９万９,０００円の債務

負担の補正でございます。 

次の役場庁舎建設建築主体工事につきま

しては、全体事業費として１４億２,４７６

万４,０００円、令和元年度の出来高につき

ましては、５.３４％、支出額で７,６０８

万７,０００円で、差し引きました１３億

４,８６７万７,０００円の債務負担の補正

を行うものでございます。 

次に役場庁舎建設電気設備工事でござい

ます。 

同様に、全体事業費が４億９９４万８,０

００円で、今年度の出来高を０.２５％、支

出予定額１０４万５,０００円を差し引い

た、４億８９０万３,０００円の債務負担の

補正を行おうとするものでございます。 

役場庁舎関係最後でございますけれど

も、機械設備工事も同様に、全体事業費を

６億６,３９８万２,０００円で、本年度の

出来高を８.５％、支出予定額５,６４６万

３,０００円を差し引いた、６億７５１万

９,０００円の債務負担の補正でございま

す。 

次からの屋内多目的運動場建設につきま

しては、工期を本年９月から令和２年８月

までとしての各種債務負担の補正となりま

す。 

まず、屋内多目的運動場建設工事監理業

務委託料につきましては、全体委託料１,７

６３万４,０００円を見込みまして、本年度

支出予定額２０７万３,０００円を差し引い

た１,５５６万１,０００円の債務負担の補

正を行うものでございます。 

次の屋内多目的運動場建設建築主体工事

につきましては、総事業費が５億６,８４８

万６,０００円、今年度支払予定額５,７８

０万６,０００円を差し引いた、５億１,０

６８万円についての債務負担の補正を行う

ものでございます。 

それからその下の電気設備工事でござい

ます。 

全体事業費として５,６９５万９,０００

円で、今年度支払い予定額１,７７２万１,

０００円を差し引きました、３,９２３万

８,０００円の債務負担の補正になります。 

最後に、機械設備工事でございますけれ

ども、全体事業費を６,９５５万６,０００

円と見込みまして、今年度支払い予定額６

１７万４,０００円を差し引きました、６,

３３８万２,０００円の債務負担の補正を行

おうとするものでございます。 

次に、２７ページになります。 

第３表の地方債の補正でございます。 

役場庁舎改築等事業の８,２００万円の増

につきましては、建設に係ります本年度分

の起債で、２本の起債を予定しているとこ

ろでございます。 

まずはＺＥＢに係る起債でございます

が、地中熱に係る本年度工事、ボアホール

分の起債でございまして、全体事業費５,６
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４８万５,０００円に対します補助金が３,

７６５万６,０００円、補助残１,８８０万

円について、防災・減災国土強靱化緊急対

策事業債、これは充当率が１００％で交付

税措置が５０％の起債でございますけれど

も、ここの借り入れを行おうとするもので

ございます。 

また、当初から予定しておりました公共

施設適正管理推進事業債、こちらは充当率

が７５％、交付税措置が３０％であります

が、今年度支出予定額１億４,０７７万円か

らＺＥＢの補助金及び起債を差し引きまし

た８,４３１万４,０００円について、７

５％の６,３２０万円、合わせて８,２００

万円の増額の地方債の補正でございます。 

次に、町道整備事業の１,９２０万円につ

きましては、社会資本整備総合交付金が２

６２号道路改良、９号道路舗装補修等の交

付金の内示額が１,９１８万円減少したこと

から、その財源を交付金から起債に振りか

えるものでございます。 

最後に、屋内多目的運動場建設事業、８,

１６０万円の増につきましては、今年度の

建設工事費に係る借り入れで全額過疎債で

ございます。 

これによりまして、今年度の起債額は９

億３,６７７万６,０００円となるものでご

ざいます。 

次に、歳出について御説明申し上げます

ので、３６ページ、３７ページをお開きい

ただきたいと思います。 

２款総務費、１項総務管理費、４目財産

管理費の庁舎改築等事業費でございます。 

委託料の役場庁舎建設工事監理業務委託

料９２万７,０００円は、建設工事に係る監

理業務で全体工事に係る本年度出来高を５.

３５％と見込んだ本年度の支出額でござい

ます。 

それから、役場庁舎外構実施設計業務委

託料６２４万８,０００円につきましては、

公用車車庫、正面玄関及び思いやり駐車場

中のひさしなど、あるいは、駐車場関連の

実施設計の委託を行おうとするものでござ

います。 

それから、工事請負費の役場庁舎建設建

築主体工事７,６０８万７,０００円は、本

年度５.３４％の出来高で、主に躯体工事と

なってございます。 

それから、電気設備工事１０４万５,００

０円につきましては、本年度の出来高０.２

５％を見込んでの予算計上でございます。 

建設機械設備工事５,６４６万３,０００

円につきましては、本年度８.５％の出来

高、主に地中熱のボアホールでございま

す。 

なお、庁舎建設に係ります概要につきま

しては、後ほど、参考資料により御説明を

させていただきたいというふうに思いま

す。 

それからその下、３の町有財産管理事業

費の増、２９６万１,０００円につきまして

は、職員退職に伴いまして嘱託職員配置に

係ります人件費に係る予算計上でございま

す。 

それから、５目の企画費、政策推進事業

の事務事業協力報償１４３万９,０００円の

減額と、その下の委託料のふるさと寄附金

募集受付業務委託料１４３万９,０００円の

増額につきましては、さとふるに係ります

業務委託料で、当初、報償費で計上してお

りましたが、業務内容等を精査した結果、

委託料への組みかえを行うものでございま

す。 

それから、その下の住民活動推進事業

費、自動車等借上料１６万９,０００円につ

きましては、野崎集会室敷地内の倒木危険

樹の伐採を行うためのクレーン車の借上料

でございます。 

それからその下、防災対策事業費、消耗

品費１０４万３,０００円につきましては、

本年３月に株式会社中神土木設計事務所様

より、災害対策に役立ててほしいと１００

万円の御寄附をいただいたものを活用いた

しまして、エアベッド、シングルになりま
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すが、これを２２０台購入し、避難所に配

置を行うものでございます。 

次に、３９ページになります。 

２目の参議院議員選挙費のポスター掲示

場作製等委託料、３８万９,０００円の追加

につきましては、参議院議員選挙執行に当

たりまして、当初予定をしておりましたポ

スター掲示場の区画数では不足が見込まれ

るため、区画数をふやすための委託料の追

加でございます。 

それから、３款民生費の３目高齢者福祉

費、介護保険特別会計負担事業費で、繰出

金の増でございます。 

５７万円につきましては、制度改正に伴

います電算システム改修に係る繰り出しを

行おうとするものでございます。 

その下の、障害者福祉システムプログラ

ム改修委託料９２万７,０００円につきまし

ては、同じく報酬改定に伴います電算のシ

ステム改修を行うための委託料でございま

す。 

それからその下、児童福祉事務費の子ど

も・子育て支援システムプログラム改修委

託料、３０５万３,０００円の追加の補正に

つきましては、幼児教育、保育無償化に伴

います電算システム改修に係る委託料でご

ざいます。 

次に４款衛生費の２目予防費でございま

す。 

２の予防接種事業費、手数料１２万５,０

００円の増につきましては、風疹に係りま

す請求支払い事務手数料の増でございま

す。 

その下の委託料、健康管理情報システム

改修委託料７５万６,０００円の増につきま

しては、風疹の抗体検査に係るシステムの

改修を行うための委託料でございます。 

３の母子保健事業費１８７万１,０００円

の増につきましては、保健師の退職により

ます臨時保健師の勤務時間増加によります

人件費の増額の補正を行おうとするもので

ございます。 

次に４１ページになります。 

６款農林水産業費でございます。 

みらい農業センター管理運営事業費、新

規就農予定者農業実習支援事業補助金４４

万２,０００円につきましては、本年度より

２年間の研修予定者の家賃補助が２６万２,

０００円、そして、研修受け入れ農家への

補助金が１８万円でございます。 

それから、８の畑作構造転換事業、補助

金２,７５５万３,０００円につきまして

は、全額道補助金のトンネル予算でござい

ますが、まず１点目は、ＪＡが事業実施主

体で、ジャガイモシストセンチュウ抵抗性

品種の導入を図るための補助金として、２

０４.１ヘクタールに対しまして、反当たり

３,０００円の補助金で、都合６１２万３,

０００円の補助金、また、省力栽培の導入

といたしまして、７４.７ヘクタールで３０

２万９,０６０円の補助、これとあわせまし

て省力作業機械の導入といたしまして、二

つの利用組合に対し１,８４０万円を補助す

るものでございます。 

次に、２項の林業費、ヒグマ出没情報収

集・共有システム利用負担金２万５,０００

円につきましては、ヒグマの出没情報の可

視化を図り、情報の共有によりヒグマから

の被害防止を図るための負担金でございま

す。 

それから、林業振興費、積立金１,５４９

万９,０００円につきましては、議案第３８

号で御説明をいたしました森林環境譲与税

創設によります本年度譲与額、１,５４８万

９,０００円と利子分として１万円の積み立

てでございます。 

３目の町有林管理費、土地購入費２２７

万円の増額につきましては、未来への森林

づくり事業の植林地確保のための土地購入

費でございます。 

購入面積につきましては、約２２.７ヘク

タールで、場所につきましては登栄でござ

います。 

なお、登栄の購入の位置につきまして
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は、参考資料の２２ページに添付をさせて

いただいておりますので、御参照いただけ

ればと思います。 

次に、７款商工費、１項商工費、２目商

工業振興費でございます。 

店舗リフォーム促進支援事業補助金５０

０万円の増額につきましては、当初１０件

で１,０００万円で予算計上をしておりまし

たが、既に１２件で１,０００万円の見込み

となったことから、現在相談中の３件と、

今後新たに２軒分を見込んでの都合５００

万円の補正でございます。 

次に、３目観光費、４３ページになりま

すが、夏まつり補助金５０万円の増につき

ましては、本年度より会場を河川敷及び北

中学校グラウンドに移しての開催となるこ

とから、駐車場管理及び安全対策に経費を

要するということになりますので、当初の

２００万円に５０万円を追加するものでご

ざいます。 

それから、８款土木費につきましては、

社会資本整備総合交付金の減額分につい

て、起債に財源振りかえを行うものでござ

います。 

９款消防費でございます。 

美幌・津別広域事務組合負担金８９５万

２,０００円の増につきましては、消防庁舎

改築を総事業費１４億９００万円、整備年

限を令和３年度で計画しておりまして、本

年度の建築に係る支払い予定額１,１１１万

８,０００円から、津別町負担分、これが２

０２万円、これを差し引きました９０９万

８,０００円、そして、児童手当減額分とし

て１４万６,０００円を差し引きました８９

５万２,０００円について、追加の補正をし

ようとするものでございます。 

なお、後ほど参考資料により消防庁舎の

建設概要についての御説明をさせていただ

きたいと思います。 

次に１０款教育費、１項教育総務費、３

目教育振興費の人夫賃、１２６万１,０００

円の増につきましては、コミュニティスク

ール導入に向けて学校運営協議会の設置

や、学校及び地域等の調整を行うためのコ

ーディネーターの配置に伴います増でござ

います。 

３項中学校費、１目学校管理費、修繕料

２７３万３,０００円につきましては、北中

学校の暖房システムに不具合が生じている

ことから、ポンプ設備等の修繕を行うもの

でございます。 

次に４５ページになります。 

図書館費でございます。 

消耗品費２０万９,０００円につきまして

は、５月７日に美幌仏教団代表平居元聖様

より、図書館蔵書に役立ててほしいと５万

円の御寄附をいただいたものと、昨年度い

ただいた寄附金を活用し、図書の購入を図

るものでございます。 

６目博物館費、修繕料１８万４,０００円

につきましては、５月２０日の強風により

まして、博物館物見の塔及び玄関ポーチの

破風板が飛散し、その修繕を図るものでご

ざいます。 

７目文化財保護費、２８４万６,０００円

の減額につきましては、当初予定しており

ました発掘調査が中止となったことに伴い

ます減額でございます。 

それから、屋外体育施設維持管理事業、

修繕料４８０万６,０００円の増につきまし

ては、リリー山スキー場のリフトワイヤー

を診断した結果、一部のワイヤーに、断裂

あるいは破損が発見されたことから、ワイ

ヤーロープの交換修繕を行うものでござい

ます。 

それから、体育施設整備事業、これは屋

内多目的運動場建設に係る補正でございま

すけれども、まず、手数料３万４,０００円

につきましては、給水工事に係ります手数

料でございます。 

それから、屋内多目的運動場建設工事監

理業務委託料２０７万３,０００円は、本年

度出来高を全体工事の１１.７６％と見込ん

での本年度支払い額でございます。 
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その下の建築主体工事、５,７８０万６,

０００円につきましては、本年度１１.３％

の出来高を見込んでの予算計上でございま

す。 

電気設備工事１,７７２万１,０００円に

つきましては、本年度３４.５７％の出来高

を見込みましての予算計上、それから、そ

の下の機械設備工事、６１７万４,０００に

つきましては、本年度９.８６％の出来高を

見込んでの予算計上でございます。 

それから、負担金９万４,０００円につき

ましては、水道加入者負担金でございま

す。 

なお、屋内多目的運動場建設に係ります

概要につきまして、後ほど参考資料により

御説明を申し上げたいと思います。 

次に、歳入について御説明を申し上げま

すので、３２ページ、３３ページをお開き

いただきたいと思います。 

歳入の２款地方譲与税でございます。 

５項の森林環境譲与税、１目森林環境譲

与税１,５４８万９,０００円につきまして

は、本年度分の譲与税額となってございま

す。 

それから飛びまして、１５款国庫支出金

の２項国庫補助金でございます。 

まず、二酸化炭素排出抑制対策事業費補

助金、３,７６５万６,０００円につきまし

ては、庁舎建設に係りますＺＥＢ対応等の

本年度工事分５,６４８万５,０００円に係

ります補助金で、補助率は３分の２でござ

います。 

それから、その下の障害者総合支援事業

費補助金、７６万６,０００円の増につきま

しては、就学前の障がい児発達支援無償

化、あるいは、消費税改定、あるいは処遇

改善対応分の補助金でございます。 

それから、１６款道支出金でございま

す。 

子ども・子育て支援事業費補助金３０５

万３,０００円につきましては、電算システ

ム改修に係ります補助金でございます。 

その下の農業費補助金、畑作構造転換事

業補助金２,７５５万３,０００円につきま

しては、ＪＡ及び二つの利用組合に対する

補助金の道補助金でございます。 

次に、３５ページになります。 

１９款繰入金でございます。 

財政調整基金繰入金につきましては、ま

ず、防災備蓄用備品に１００万円を、図書

購入に１５万９,０００円を、残り１,５９

７万３,０００円につきましては、今補正の

財源を財政調整基金に求めるものでござい

ます。 

次の公共施設整備基金繰入金９００万円

につきましては、消防庁舎改築工事に係り

ます負担金に係る繰り入れを行うものでご

ざいます。 

それから、ふるさとづくり基金繰入金５

０万円につきましては、夏まつり補助金増

額分の繰り入れでございます。 

その下の未来への森林づくり基金２２７

万円につきましては、未来への森林づくり

の植栽地購入に係る繰り入れを行なおうと

するものでございます。 

そして、役場庁舎改築基金繰入金につき

ましては、本年度支出予定額１億４,０７７

万円から補助金３,７６５万６,０００円、

起債が８,２００万円、これらを差し引いた

残り２,１１１万４,０００円を基金から繰

り入れを行うものでございます。 

それから屋内多目的運動場整備基金繰入

金につきましては、本年度支出予定額８,３

９０万２,０００円から起債８,１６０万円

を引いた残額でございます２３０万２,００

０円を繰り入れするものでございます。 

それから、森林環境譲与税基金繰入金４

８８万３,０００円につきましては、地域林

政アドバイザー人件費の一部、あるいは、

車両購入等に係る経費について繰り入れを

行うものでございます。 

２１款諸収入の雑入、広告料４万円につ

きましては、雑誌スポンサー広告料２件で

４誌分の広告料でございます。 
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２２款町債につきましては、第３表の地

方債の補正で御説明を申し上げたとおりで

ございます。 

それでは、次に参考資料により、役場庁

舎建設の概要について御説明申し上げます

ので、参考資料の２４ページをお願いいた

します。 

役場庁舎建設につきましては、実施期間

を平成３０年度から令和３年度までの４カ

年をかけて整備を行うもので、庁舎につい

ては本年度着工し、令和３年２月完成を見

込んでおり、５月連休中の新庁舎への移転

後、現庁舎の解体、駐車場等の外構整備で

令和３年１２月の工事完了を見込んでいる

ところでございます。 

事業費につきましては、建設事業費全体

で２９億４,３５７万３,０００円、うち庁

舎建設、外構、解体で２８億７９２万２,０

００円。 

業務委託料として、１億３,５６５万１,

０００円を見込んでいるところでございま

す。 

建設に係ります財源につきましては、現

在のところ補助金として、５億３,７６５万

６,０００円、起債を１７億１７０万円、基

金を７億４２１万７,０００円を見込んでお

りますが、このほかに移転費用、備品購入

等の経費を要することから、役場庁舎建設

に係ります総事業費としては、現在、３２

億７２３万２,０００円を見込んでいるとこ

ろであり、最終の財源としては、枠内の財

源を見込んでいるものでございます。 

先ほど御説明したものについては庁舎建

設に係ります起債、基金、補助金でござい

まして、総事業費としての財源内訳につき

ましては、四角の中で囲んでおります財源

内訳のとおりということで御理解をいただ

きたいというふうに思います。 

次に、設計の概要でありますが、２４ペ

ージの配置図にありますように、現庁舎の

北側駐車場に新庁舎を建設し、周辺を駐車

場及び緑地帯として配置をする予定でござ

います。 

庁舎につきましては、鉄筋コンクリート

造、地上３階、地下１階で、それぞれの面

積につきまして、地階が６７９.１５９平

米、１階が１,４８８.４６２平米、２階が

１,４７１.１２５平米、３階が１,０９９.

３９９平米で、トータルとして４,７３８.

１４５平米でございます。 

参考資料の２５ページになりますが、地

階の部分の平面図でございます。 

地下には機械室、電気室、災害用備蓄

庫、職員ロッカー室、書庫などを配置して

の平面図でございます。 

次に、２６ページが１階の平面図でござ

いますが、窓口業務がある執務室を中心と

いたしまして、ハイカウンターやローカウ

ンターなど、さまざまな対応が図ることが

できるよう、相談室についても４部屋を配

置し、税の確定申告や選挙の期日前投票で

使用できる会議室の配置も行ったところで

ございます。 

２７ページは２階配置図でございます

が、窓口業務の比較的少ない部署の執務室

を中心といたしまして、町長室、副町長

室、あるいは災害時には本部となります会

議室等を配置したところでございます。 

２８ページにつきましては、３階の配置

図でございます。 

議会機能を配置いたしまして、本会議

場、議員控室、委員会室、会議室の配置と

ともに、選挙管理委員会、監査室などもあ

わせて配置をしたところでございます。 

２９ページ、３０ページにつきまして

は、それぞれの方向からの立面図となって

ございますので、よろしくお願いいたした

いと思います。 

１点訂正をさせていただきたいと思いま

す。済みません。 

１７億１,２５０万円が正しくて、読み上

げでは１７億１７０万円と言ったようでご

ざいますけれども、正しくは１７億１,２５

０万円に訂正をさせていただきたいと思い
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ます。 

それでは引き続きまして、消防庁舎改築

事業について、担当のほうから御説明をさ

せていただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 事務連絡室長。 

○事務連絡室長（志賀 寿君） 美幌消防

庁舎改築事業に係ります美幌・津別広域事

務組合負担金につきまして御説明申し上げ

ます。 

議案参考資料の３１ページをお開き願い

ます。 

本事業につきましては、美幌・津別広域

事務組合の事業といたしまして、美幌消防

庁舎改築工事を行うものでございます。 

事業実施期間につきましては、平成３０

年度から令和３年度までとし、２期工事に

分けて建設を進め、供用開始は令和３年２

月を予定しております。 

総事業費につきましては、１４億９０８

万４,０００円で、財源の内訳につきまして

は、組合債として、緊急防災・減災事業債

１２億４,１６０万円を見込んでおります。 

起債対象外の一般財源、１億６,７４８万

４,０００円につきましては、組合構成町か

らの負担金を充当するものでございます。 

消防本部機能である通信指令施設及び本

部事務室などにつきましては、津別町に

も、事業費の一部５,３９６万円を負担して

いただき、組合債及び一般財源として組合

会計に財源充当いたします。 

一般財源の内訳につきましては、美幌町

１億５,７７２万４,０００円、津別町９７

６万円が構成町それぞれの組合負担金でご

ざいます。 

一般財源の美幌町負担額のうち、令和元

年度に要する事業費といたしまして、美幌

町一般会計の消防費、組合負担金９０９万

８,０００円の補正をお願いするものでござ

います。 

以上、組合負担金の補正内容につきまし

て御説明申し上げました。 

また、関連資料といたしまして、３１ペ

ージから３５ページまで、消防庁舎の平面

図などを添付しておりますので説明させて

いただきます。 

議案参考資料３１ページの配置図から御

説明いたします。 

新消防庁舎の配置につきましては、消防

車、救急車の出動は西方向とし、来庁者の

駐車場は南側とすることにより、緊急車両

の動線と一般車両の動線が重ならないよう

に区分しております。 

また、消防職、団員の駐車場を庁舎の裏

側とすることで、災害招集時の動線につき

ましても区分を図っております。 

次に、３２ページの１階平面図について

御説明いたします。 

１階平面図につきましては、当直職員の

仮眠室など関連する部屋を集約し、車庫等

との間には火災、救急などの出動の際に、

個人装備を着装する準備室を配置するな

ど、迅速な出動及び帰署後の感染防止な

ど、衛生環境にも配慮しております。 

また、防火協会や婦人防火クラブなど、

外郭団体が活動しやすいように、外郭団体

活動スペースも配置しております。 

次に、３３ページの２階平面図について

御説明いたします。 

２階につきましては、通信指令施設及び

災害対策室を接続して配置し、災害発生時

の指揮命令機能を集約しております。 

また、消防本部、消防署の事務室を仕切

りのない一部屋とすることで、来庁者に対

してワンストップサービスの提供を可能と

しております。 

また、一般来庁者と出動時の階段を離れ

た場所に設けることにより、出動隊員の迅

速な動線も確保しております。 

次に、３４ページの３階平面図について

御説明いたします。 

３階につきましては、消防団の詰所機能

を集約配置し、災害招集時の集合、待機場

所のほか、会議室として使用することを想

定した配置としております。 
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また、平常時におきましては、救急や防

火管理の講習会のほか、各種会議等にも使

用できるように、受講者の数に応じて部屋

の大きさを変更し使用できるように、可動

式間仕切りを設けております。 

次に、３５ページの立面図につきまして

は、消防庁舎及び車庫の完成予想図でござ

います。 

外壁の色はまだ未定ではありますが、一

見して消防庁舎とわかるように、１１９の

赤いロゴを設置する予定でございます。 

消防庁舎の平面図等の説明につきまして

は以上でございます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 教育部長。 

○教育部長（田村圭一君） 屋内多目的運

動場建設事業につきまして、参考資料に基

づきまして説明をさせていただきます。 

参考資料の３６ページをお開き願いま

す。 

屋内多目的運動場の建設事業につきまし

ては、昨年５月に基本設計を策定した後、

町議会、全員協議会、また、体育協会を初

めとした関係団体の皆様への御説明や意見

交換を行うとともに、いただいた貴重な御

意見を内部で検討を重ねながら、実施設計

業務を進めまして、本年２月に実施設計が

完了したところでございます。 

まず、事業の実施期間につきましては、

基本設計も含めまして、平成２９年度から

令和２年度までの４年間、工事につきまし

ては本年９月から令和２年までの２カ年

で、外構工事も含めまして令和２年８月末

の完成を目指して進めていきたいと考えて

いるところでございます。 

オープン時期につきましては、備品の納

入も含めた準備期間を考慮いたしまして、

令和２年の秋を予定しているところでござ

います。 

次に総事業費でございますが、７億７,５

０３万４,０００円を見込んでおりまして、

財源の内訳といたしましては、スポーツ振

興くじ補助金で２,０００万円、町債は、過

疎債で５億７,９９０万円、屋内多目的運動

場整備基金からの繰入金といたしまして、

１億７,４７０万８,０００円、一般財源で

４２万６,０００円となっているところでご

ざいます。 

今回の補正予算では事業費といたしまし

て、８,３９０万２,０００円を計上してお

りまして、内訳といたしましては、議案４

５ページに記載されているとおりでござい

ます。 

財源充当の内訳といたしましては、町債

が８,１６０万円、基金繰入金が２３０万

２,０００円となっております。 

また、債務負担行為額といたしまして、

記載のとおり債務負担を設定をするという

ことで計上をしているところでございま

す。 

なお、備品、消耗品購入に係る予算につ

きましては、しかるべき時期に御提案をさ

せていただきたいと考えておりますので、

よろしくお願いいたします。 

次に、建築の概要でございますが、資料

３６ページの配置図であります。 

建設場所につきましては、美幌町字西１

条南５丁目３番地のうち、配置図の色塗り

にした部分でございます。 

スポーツセンター、トレーニングセンタ

ー、Ｂ＆Ｇプール、柏ケ丘陸上競技場と隣

接いたしまして、駐車場を共有すること

で、駐車スペースを２１３台確保している

ところでございます。 

建築面積が１,４１２.４９平米、延べ床

面積は１,８２３.８１平米で、１階が１,２

６５.７２平米、２階が５５８.０９平米。 

構造規模につきましては、地上２階で、

１階部分が鉄筋コンクリート造、一部鉄骨

鉄筋コンクリート造、２階部分が鉄骨造で

ございます。 

次に３７ページをお開きください。 

１階の平面図であります。 

１階の床面積が１,２６５.７２平米、ア
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リーナは人工芝で、ロングパイル人工芝ア

ンダーパッドつきを採用したいと考えてお

ります。 

競技コートといたしましては、フットサ

ル一面とテニス、ゲートボールがそれぞれ

２面を３色に色分けしライン取りを行いま

して、その他野球、少年野球、ソフトボー

ルの練習が可能で、塁間ベースを置くポイ

ントのみを落とすこととしております。 

そのほかラグビー、ペタンク、パークゴ

ルフや幼稚園、保育園の運動会、スポーツ

イベントのサブ会場など多目的に利用が可

能な施設となっております。 

共有スペースには、車椅子などの障がい

者の方もスムーズに利用ができるよう、出

入り口のスロープと広いエントランスホー

ルや、２階に昇降するエレベーター、多目

的トイレを設置しているところでございま

す。 

出入り口奥には、利用者や保護者などの

待機に利用できる休憩室と更衣室、備品を

保管する器具庫は整備用機材を出し入れす

るよう外部の出入り口を設置したところで

ございます。 

また、図面左側にあります高所作業車が

出入りできる扉を設置しまして、大型車両

の出入りや緊急の災害に対応できるよう資

材等の保管も考慮しまして、出入り口を備

えているところでございます。 

３８ページをお開きください。 

２階の平面図であります。 

２階の床面積は５５８.０９平米、１０ミ

リメートル厚の合成ゴムシート系舗装材で

ランニング、ウオーキングができる一周１

２０メートルの周回コースと直線２５メー

トルのスタート練習ができるトレーニング

エリア、それに高さ４.３メートル、幅６メ

ートルのボルダリングウオールを備え、初

級者、中級者の方に利用が可能となってお

ります。 

続きまして３９ページをお開きくださ

い。 

このページと、次のページ、４０ページ

につきましては、立面図でございます。 

建物の高さは１０.５５メートルで、内部

の天井高はアリーナ床から天井ネットまで

８メートルを確保しております。 

建物の外壁の仕上げは、耐候性の高い東

西外壁が押し出しセメント板、南北が化粧

ガルバリウム鋼板の仕上げとしておりま

す。 

以上、御説明いたしましたので、よろし

くお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 暫時休憩をしま

す。 

再開は、１３時３０分といたします。 

午後 ０時１６分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 １時３０分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

引き続き、議案第４１号平成３１年度美

幌町一般会計補正予算（第２号）について

を議題とします。 

これから質疑を行います。 

１２番上杉晃央さん。 

○１２番（上杉晃央君） それでは、私は

３３ページの森林環境譲与税の収入の部分

と、同じくそれに関連いたしまして４１ペ

ージの積立金の２カ所について御質問した

いと思います。 

まず、３３ページの森林環境譲与税の交

付基準について、どのような基準で市町村

に交付されるのか、その交付基準について

御説明いただきたいと思います。 

次に、歳出のほうの４１ページの積立金

ですけれども、これ自体は使途をそれぞれ

公表するということで、従前の民有林の振

興対策ではなくて、これはこれで財源にし

て使うという手法になっているようであり

ますが、この事業を起こすときに林家であ

るとか、関係者の意向をどのように酌み取

った中で、具体的な事業を実施していくの

か、この２点について御質問いたします。 
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○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（矢萩 浩君） 初めに、森林

環境譲与税の交付基準でございますが、こ

ちらは三つの構成要素がございます。 

一つ目は、私有林の人工林面積割と林業

就業者数割、さらには人口割となっており

ます。 

私有林の人口割の面積といたしまして、

本町では８,２１８ヘクタール、こちらは林

野庁の統計数値でございます。 

林業就業者数につきましては、美幌町は

１０８人となっております。 

こちらと人口２万２９６人、この二つは

いずれも平成２７年の国勢調査人口でござ

います。 

そして、二つ目の積立金の関係でござい

ますが、こちらにつきましては、税の使い

道ということもありまして、使途を明確に

することが求められております。 

さらには、既存施策の予算に充当するの

ではなく、新規事業、あるいは確実に増加

させる施策に充てることが適切ということ

でございます。 

本町で、ことし充当を予定しております

のは、新規事業でございます地域林政アド

バイザーの雇用経費等でございます。 

そして、今後の関係でございますが、こ

ちらは来月以降に北海道において、その使

い道等の説明会が予定されているところで

ございます。 

こちらの状況を踏まえながら、町内で森

林にに関する事業と言いますと、林家ある

いは森林組合、そういった関係者がござい

ますので、そういったところと十分連携し

ながら、意見を聞きながら、新たな事業を

組み立てるときは、そういった意見を反映

しながら考えていきたいと思っておりま

す。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １０番坂田美栄子

さん。 

○１０番（坂田美栄子君） ４３ページの

教育振興費の中の学校教育振興事業費の増

の中の人夫賃ですが、先ほどの説明です

と、コミュニティースクールのコーディネ

ーターの配置ということで説明を受けまし

た。 

このコーディネーターはどのような人材

を配置するのか、それからどこの場所に配

置するのか。 

それと、今後、教員、それから保護者、

地域協力者への説明をしなければならない

状況になってくるのかなと思うのですが、

それをいつごろまでに設定して、作業とし

て進むのか、具体的なものがありましたら

お聞かせいただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 教育部長。 

○教育部長（田村圭一君） ただいまの御

質問に答弁をさせていただきます。 

コーディネーターにつきましては、これ

から運営協議会を設置するに当たりまし

て、学校との連絡窓口、それから地域住

民、保護者間の調整役、それから今あるコ

ミスクがございますので、コミスクの人た

ち、それから活動内容などをつなぐ役割を

担っていただくような形で、専門職として

配置したいと思っております。 

配置をすることで、まず、関係機関との

周知活動、それからのスムーズな導入を目

指していきたいというふうに考えておりま

して、配置につきましては学校教育グルー

プに所属するような形で配置をしたいとい

うふうに考えております。 

今後の導入に当たっての説明につきまし

ては、コミスクの説明会についてはことし

の２月に１度、説明会を開催しているとこ

ろでございますが、期間があいているとい

うことですので、今後、どういう形で地域

住民、それから学校ごとの説明会、教員だ

けとか、いろんな説明の手法があると思い

ますので、その辺を協議しながら進めてま

いりたいと考えておりますので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １０番坂田美栄子
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さん。 

○１０番（坂田美栄子君） 大体の進め方

の内容はわかりました。 

ただ、今どのような人材を選んで、そこ

に置かれるのかということと、それから、

目標というか、それを進めるに当たって、

いつごろの時点までにそういうものを設定

していくのか。 

その内容によっては、今までやってきた

コミスクと協議も必要かと思いますので、

そこら辺をわかる範囲内で教えていただけ

ればと思います。 

○議長（大原 昇君） 教育部長。 

○教育部長（田村圭一君） 失礼いたしま

した。 

コーディネーターの人材につきまして

は、学校との調整役、学校、地域含めた調

整役ということですので、教育に関する教

養、それから識見、経験が豊富な方で学校

活動について熟知をして、地域についても

承知をしている人材を配置したいというふ

うに考えております。 

あと、導入の目標でございますが、今、

目標として考えておりますのは、ことしの

１０月に運営協議会を立ち上げたいという

ことで、準備を進めてまいりたいと考えて

おります。 

その間、現在、コミスクがありますの

で、その関係の方々との協議、それから教

員、地域の方を含めて協議、説明会を実施

していきたいと考えているところでござい

ます。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 議案書の２６ペー

ジ、債務負担行為の中で、役場庁舎執務環

境及び移転計画策定業務委託料、４６２万

円計上しておりますけれども、これについ

ては実際引っ越すときの費用も入っている

のか、もし入っていないのであればどこか

で債務負担行為しているのか、あるいは実

際引っ越すときの単年度計画の予算でやる

のか、その辺のことをお聞かせください。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 今回、債務負

担で４６２万円を限度額として補正をさせ

ていただきました金額につきましては、引

っ越し前までの計画、あるいは、備品の選

定、配置先をどうするかということを含め

た計画策定にかかわる委託料でございま

す。 

引っ越しにかかる費用、引っ越しについ

てどういった車両が必要ですとか、どうい

った機械が必要かということも含めてこの

計画の中で全部策定をしていただくという

ことになってございますので、引っ越しに

かかる費用につきましては、令和３年度の

当初予算の中でやるか、あるいは、債務負

担ができるかどうかわからないのですけれ

ども、計画期間が令和２年度ですから、令

和３年３月までということで考えておりま

すので、５月連休中の引っ越しということ

からいけば、令和３年度の当初予算に引っ

越し費用については計上するというような

形になろうかと考えてございます。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

５番木村利昭さん。 

○５番（木村利昭君） 先ほど坂田議員か

ら質疑がありましたとおり、１０款の１

項、３目の部分と、もう一つが、屋外体育

施設維持管理事業費の増なので、同じく１

０款の５項、４５ページの部分と二つお聞

きしたいのですが、まず、一つ目の部分で

す。 

コミュニティースクール導入に係る部分

なのですが、私も２月の町民の説明会に参

加させていただきまして、制度自体はいい

ものだと感じております。 

ただ、やはり説明等が浸透されていない

部分もあるかと思いますし、やはり説明を

受けていないという声も数多く耳にしてお

ります。 

その中で、説明を受けたけどという前置
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きの上で、やはり今はＰＴＡなどの担い手

もかなり不足してきているという中で、本

当にこの形が美幌町にとっていいものなの

かどうか、あとは、せっかくいいものとし

て立ち上げても、それが継続していけるの

かどうかというところで、かなり不安を持

たれている保護者の方がいらっしゃるとい

うふうに聞いているのですが、そのあたり

についてのお考えを、まずお聞かせいただ

けたらと思います。 

○議長（大原 昇君） 教育部長。 

○教育部長（田村圭一君） 学校運営協議

会の御質問でございますが、ことしの２月

に説明会をさせていただきまして、まだ１

回ということですので、これからＰＴＡで

すとか、教員、地域含めて、説明会を実施

していきたいと思っております。 

木村議員が言われるとおり、平成１６年

からの既存のコミスクがあって、小学校３

校でそれぞれ活発に活動をしていただいて

いるところでございます。今あるコミスク

につきましては、制度的には裏づけがない

ものでございますので、今回、教育委員会

のほうで規則をつくって、きちんとした設

置をして、支援をしていきたいというふう

に考えております。 

そのことで今までの活動がより充実した

活動になって、それぞれの学校を支援して

いくような体制をつくっていきたいと考え

ておりますので、もちろん、設置した以降

についても、継続して充実を図ってまいり

たいというふうに考えているところでござ

います。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） 今のお話ですと、

規則の部分とかをつくってというお話でし

たが、この制度自体、地域の子は地域で育

てるというところを目指す制度だと私は理

解しているのですけれども、そうなると、

やはりかかわりが１番大切になってくるの

は地域の住民、自治会の方々というのが、

かなり大きな部分になってくるのかなと思

いますので、やはり、こういったところの

声をしっかり聞きながら、既存のほかの町

でやっているというものだったり、そこに

とらわれるのではなく、やはり美幌町なら

ではで、そこの声をもっと取り入れて、優

しさを持ってやっていくということを考え

ていただきたいなと思うのですが、そのあ

たりはいかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 教育部長。 

○教育部長（田村圭一君） 学校運営協議

会の構成員の関係につきましては、これか

ら詳細に詰めていきたいと考えております

が、もちろん、地域自治会ですとか、ＰＴ

Ａ、それから今あるコミスクの方たち、関

係する方がいらっしゃいますので、その方

の意見を聞きながら進めてまいりたいと考

えておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） 理解しました。 

ただやはり、先ほども申し上げたとお

り、かなり不安に思っている方もいらっし

ゃいますし、１０月から運営協議会を設立

という意味でいけば、時間も迫ってきてい

るのかと思いますので、ぜひ丁寧な説明

と、そして、やはりそこに携わっていく、

皆さんの声に耳を傾ける姿勢を大事にして

いただきたいというふうに思って、こちら

の質問は終わらせていただきます。 

もう一つの部分ですが、４５ページ、屋

外体育施設維持管理事業費の増の部分で、

屋内多目的運動場の部分について質問をさ

せていただきます。 

今回の体育施設をつくる上で、ほとんど

が町の負担ということで、７億円を町で負

担するということは、そこまで安いもので

はないというふうに私は思っております。 

もちろん、その限られた予算規模で行う

というのは承知しているところではありま

すが、先日説明を受けたときに、実施設計



 

－ 142 － 

ができ上がった後、関係団体等に実施設計

の説明をされていないというふうに私は伺

っていたものですから、利用団体、関係団

体から意見を受けて実施設計ができ上がっ

たということであれば、その実施設計の部

分もこういうふうになりましたということ

で、関係団体に説明が必要かと思うのです

が、そのあたりいかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） スポーツ振興主

幹。 

○スポーツ振興主幹（浅野謙司君） ただ

いまの質問にお答えしたいと思います。 

実施設計のほうが２月に完了いたしまし

て、その以前に基本設計ができ上がった段

階で、各競技団体、当然検討会議にも委員

のほうには御説明をした中で、詳細の実施

設計ができ上がってきた部分でございま

す。 

また、今後、町民の方にも実施設計が閲

覧できるように、当然、各団体のほうにも

見ていただいてはいるのですけれども、改

めて全員を集めて説明会というのは開いて

おりませんが、丁寧に今後も説明をしてい

きたいと思っておりますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

７番馬場博美さん。 

○７番（馬場博美君） 私は３点ほどお聞

きしたいと思います。 

１点目は、３７ページの工事請負費、役

場庁舎建設主体工事等を含めて、１件。 

それから、４１ページのヒグマ出没情報

収集・共有システム利用負担金の２万５,０

００円について。 

３点目については、４３ページの学校教

育振興事業費の増、人夫賃の１２６万１,０

００円でございます。 

最初に、１項目めの役場庁舎建設主体工

事について１点だけお伺いします。 

現在、役場は分庁舎が分かれて非常に町

民も、職員もですけれども不便だったとい

うふうに思います。 

今回庁舎ができることによって、それが

改善されるのですけれども、それとあわせ

て、事務的な改善についても検討されてい

るのか、例えば、いろいろな窓口がありま

すけれども、ワンストップ窓口を今回検討

するとか、そういったことを庁舎改築に合

わせて検討されているかどうかお聞きした

いと思います。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 庁舎の完成

後、令和３年５月引っ越しということで予

定をしているところでございます。 

当然、組織機構について見直しをしてい

る最中でございまして、まず、グループ制

についてどうなのかという見直しをしてい

るところでございます。 

基本的には、町民の方々にわかりやすい

組織とすべきだろうということで、グルー

プ制を完全に否定するわけではないのです

けれども、どういったグループ制が町民の

皆様に１番理解をしていただけるのか、名

称含めてです。 

あるいは、統合できる事務分掌はないの

かということを含めて、事務の内容も含め

て再度検討して、少し時間をかけて、令和

３年５月の新庁舎に引っ越す段階では、新

しい組織の中で進めていきたいというふう

に今進めております。それがもう少し時間

がかかろうかと思いますけれども、組織機

構の詳細等について、おおむね検討が終わ

った段階で、また議会のほうに相談をさせ

ていただきたいと思っております。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さ

ん。 

○７番（馬場博美君） ぜひ、役場庁舎が

立派になるのですから、そういったことも

今から検討していただきたいと思います。 

人口も減ってきて、役場の職員もかなり

減ってきていると思いますけれども、やは

りワンストップで、１カ所の窓口に行けば

できるようなシステムについても検討して
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いただきたいと考えてございます。 

そこについてはどうでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 今のしゃきっ

とプラザは、福祉部局、社協を配置した

り、地域包括支援センターも含めて、あそ

この場所でワンストップでできるというよ

うな形をとってございます。そういった形

が、全ての業務に関しては基本になるだろ

うと思っています。 

ただ、全てがワンストップでできるかと

いうと、それはなかなか難しいというふう

には思っていますけれども、町民の方が基

本的に１カ所に行けば、きちんと自分の用

事が済むという形をどうつくり上げていく

のかというのは、検討している中であわせ

て検討を進めていきたいと考えてございま

す。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さ

ん。 

○７番（馬場博美君） わかりました。 

ぜひ、そういったことも住民の立場にな

って検討していただきたいと思います。 

次に、４１ページのヒグマ出没情報収

集・共有システムについての利用者負担金

２万５,０００円について、もう少し具体的

な内容についてお聞きしたいと思います。 

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（矢萩 浩君） ヒグマ出没情

報収集・共有システム利用負担金の関係で

ございますが、まずこちらのシステムは、

道立総合研究機構が中心となった開発シス

テムでございます。 

導入の経過等でございますが、本町では

年間２０件近くのヒグマの出没があります

が、農業者の皆さんや、ＪＡから足跡の発

見だとか、まれに本物を発見したという通

報を受けて、耕地林務グループの担当者が

２名体制で現場へ駆けつけて、足跡から移

動先だとか、大きさを測って、役場に戻っ

てきてから５万分の１の地図に落とし込ん

で、被害防止のためホームページにアップ

している状況であります。 

発生場所につきましては、郊外の山林に

面した畑がほとんどであって、若い職員は

もとより中堅職員でもその正確な位置を地

図に落とし込むのは非常に困難で、かなり

の時間を要しているという状況がありま

す。 

それに対して、今はスマートフォンで位

置情報を取得することができる状況であり

ます。こちらを現場に持っていって、位置

情報とリンクすることによって、このシス

テムを活用することで、瞬時にその場所を

ホームページ上にアップすることが可能で

す。さらには、北海道だとか、導入してい

る自治体とリアルタイムで情報が共有され

ます。このことによって、隣接している自

治体で加入された場合は、町界付近であっ

たら、発生したことの周知も可能でありま

す。 

さらに、この入力したデータは、クラウ

ドシステム、共同のシステムでございます

が、こちらにデータが蓄積されまして、北

海道への報告データにも活用されますこと

から、事務量の大幅削減につながるという

ことで、今回補正予算での導入をいたした

いと考えたところであります。 

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さ

ん。 

○７番（馬場博美君） ホームページ等で

リアルタイムに情報収集ができるというこ

とはすばらしいことで、いいことだと思い

ます。 

私も、いろんな方からヒグマの被害があ

って非常に大変だということで、時間をお

いていたらどんどん被害が出ますので、そ

ういった対応についてもよろしくお願いし

たいと思います。 

最後の、４３ページの学校教育振興事業

費の増、人夫賃等の１２６万１,０００円に

ついてですけれども、それぞれ議員から質
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問がございました。 

私は町長に確認したいのですけれども、

きのうの坂田議員の一般質問の中で、学校

運営協議会については、現在のコミスクを

継承していきたいということで、別物では

ないということでありましたけれども、具

体的な内容を読むと、今回できるコミュニ

ティスクールについては全く別物のような

感じがするのですけれども、そこら辺は町

長の考え方がどうなのかお聞きしたいとい

うことと、もう１点、町長のマニフェスト

の中に、コミスクについても触れていまし

たけれども、そこら辺を関連して御説明い

ただければと思っています。 

よろしくお願いします。 

○７番（馬場博美君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今回の補正予算を

させていただいた部分については、協議会

を立ち上げていくための調整役というか、

先ほど教育部長からお話をさせていただい

たとおりでございます。 

きのうの坂田議員の一般質問の中でお話

ししましたけれども、平成１６年にコミュ

ニティー制度があって、そのときにも学校

運営協議会制度というのも当時は規定され

ていました。それが一つの新しい学校を支

えていくシステムということの中で、実際

に美幌も、当時、コミュニティスクールを

皆さんで学校ごとにやりましょうというこ

とを社会教育が中心になって、一生懸命説

明して、実際にいろいろな方が集まって、

学校を応援するシステムができ上がりまし

た。その後、継続する中において、どちら

かというと、事業主体な活動が主になって

きておりました。 

ですから、それぞれ学校の中で、応援隊

としてかかわってくるのですけれども、実

際には、例えば、運動会に何か協力して行

事をやるとか、美幌小学校であれば、年に

１回なり２回、子供たちを集めて事業をや

るとかそういう形になってきて、もともと

母体としては、いろんな方がかかわってや

ろうというふうになっていたのです。 

今回は、国の法律が変わった中で、やは

り、学校運営がなかなか学校と家庭だけで

は成り立たなくなってきたということで、

地域もしっかりかかわってもらって、言う

ならば、地域に開かれた学校から、地域と

ともにある学校にという方針を変えてきま

した。 

それはまさにそのとおりで、現実的には

子供の見守り隊があったり、例えば、旭小

学校なんかは学芸会のときに地域の自治会

長とか、老人クラブの方が招待されて一緒

にかかわっているということであるので、

そういう人たちをしっかり巻き込んだ支援

の組織をつくりましょうという、今回の学

校運営協議会というのは、そういう形をつ

くるという考えです。 

もともとあった組織の部分で、かかわっ

ている人達を、もう一回どういうメンバー

かということをしっかり確認させていただ

いて、その中に今も地域の方が入っていま

すとか、ＰＴＡの代表も入っていますと

か、そういう人たちが入っていれば、今ま

では事業と言うよりも、どちらかというと

学校の運営に対してこういうことをどうで

しょうかということを言って、もう少し今

までの生徒児童を守っていくためには、か

かわっていくためにはやっぱり学校だけで

だめな部分を何か応援できることがあるか

ということを具体的に少しでもふやしてい

こうということであります。 

だからその中で、従来コミスクと言われ

て、現実に教育の中でかかわってきたこと

は、内数としては全然問題ない話なので、

それを踏襲してやることが進める中では、

１番地域にもわかりやすいというふうな形

で、きのうも私はそういう話をしました

し、教育部長が説明したのもそういう形で

お話ししたというふうに理解しておりま

す。 

しっかり地域とともにある学校を、やっ

ぱり地域でつくりたいという思いは教育長
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時代も変わっていませんし、私は今も強く

思っているので、ただ、その説明がやっぱ

り不十分なことは正直に認めますので、そ

れはなるべく時間をかけないで、しっかり

丁寧に私はやっていただきたいと思います

し、私の立場で協力できることはしっかり

やっていきたいというふうに思っておりま

す。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さ

ん。 

○７番（馬場博美君） 初めての取り組み

だというふうに考えますけれども、ぜひ、

関係機関、教職員、それから、ＰＴＡ、あ

るいは、地域の自治会、地域の住民の方と

しっかりと協議しながら、理解される中で

進めていただきたいと思います。 

その中で、今回コーディネーターの役割

なのですけれども、僕は、どうしても地域

と、それから学校の先生方含めて、保護者

等も含めて理解が得られたというような状

況の中で、今回こういう形で補正すればよ

かったなという思いですけれども、今後、

そういうことについては、コーディネータ

ーを設置しながらやっていくのだという話

なのですけれども、そのコーディネーター

の役割が見えないものですから、その役割

についてもう一度御説明いただければと思

っていますのでよろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） 学校教育主幹。 

○学校教育主幹（以頭隆志君） 御質問の

コーディネーターの役割というところで御

説明をさせていただきたいと思います。 

まず、学校運営協議会設置を予定してお

ります１０月までの期間につきましては、

協議会規則の制定であるとか、また、学校

の現状の把握、協議会設置に向けた関係機

関との調整、その他委員選出の助言やサポ

ート、制度周知などの取り組みについて行

っていきたいというふうに考えてございま

す。 

協議会設置後につきましては、協議会の

開催、または連携組織等の実施、または、

コミスク通信など、地域の住民の方にそう

いった活動のお知らせをしていくというよ

うな内容の取り組みを予定してございます

ので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

１１番岡本美代子さん。 

○１１番（岡本美代子君） ４１ページ

で、２点お聞きします。 

１点目は、みらい農業センター管理運営

事業費の増、その下の、畑作構造転換事業

のことについてお伺いします。 

まず、みらい農業センターについて、先

ほどの説明では、２名の新規就農の方の家

賃補助という説明でしたけれども、しばら

くぶりに来たというふうに思っているので

すけれども、例えば、この方々が本州から

来ていただいたのか、道内から来ていただ

いたのか、そして、どういう勉強をしよう

として来ていただいたのか、詳しくわかる

範囲内でお伝えください。 

○議長（大原 昇君） みらい農業センタ

ー主幹。 

○みらい農業センター主幹（午来 博君）

岡本議員の御質問にお答え申し上げま 

す。 

新たな人材が新規就農者として入ったと

いうことでございまして、概要を簡単に御

説明申し上げます。 

新規就農研修生につきましては、町内の

酪農家の次男の方でございまして、７年ぐ

らいにわたって家業の酪農業に従事された

方でございます。 

その方が、町内の高野地区にございます

肉牛農家のいわゆる経営継承者としてのお

話をいただいたということで、後継者のい

ない高野の肉牛農家と、今お話し申し上げ

た町内の酪農業の次男の方、ちなみに長男

の方が家業を継承されているのですけれど

も、その次男とのマッチングを農協のほう

から、当町のほうに相談がありまして、今

回、肉牛振興の将来のために非常に有効な
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継承案件というふうに判断いたしまして、

年明けから出てきた話でございますけれど

も、新規就農者としての認定をさせていた

だいたということでございます。 

以上です。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 岡本議員の質

問の中で、２名というお話をされておりま

したが、２年の研修ということで、人数的

には１名でございます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １１番岡本美代子

さん。 

○１１番（岡本美代子君） 次に、畑作構

造転換事業、これはジャガイモシストセン

チュウの予防のために、道のトンネル補助

ということで、説明では２０４ヘクタール

ということですけれど、これで例えばどう

いうことをするのか、それと、これは継続

性のあることなのか、この辺のことをお尋

ねします。 

○議長（大原 昇君） 農政主幹。 

○農政主幹（佐々木斉君） ただいまの御

質問にお答えしたいと思います。 

こちらの事業は、農林水産省がバレイシ

ョやてん菜、豆類などの畑作営農の大規模

化に対応するため、省力作業の機械化等

や、病害虫抵抗性品種の導入、輪作年限の

延長などに資する取り組みに対して支援す

る事業でございます。 

平成３１年度の事業として募集があり、

事業農家９２戸から、こちらの事業の申請

の要望があり、事業実施主体を美幌町農業

協同組合として実施するものでございま

す。 

今年度の募集に対して実施するものです

から、また来年度そういう事業の募集があ

れば、こちらの方は済みません。 

内訳のほうなのですけれど、ジャガイモ

シストセンチュウの抵抗性品種の導入は、

２０４.１ヘクタールでございます。 

大豆の省力栽培につきましては、１９．

４８ヘクタールになります。 

小豆の省力栽培については、５２.０５ヘ

クタール、休閑緑肥の導入につきまして

は、３.１７ヘクタールがありまして、これ

は、こちらの作物の植え付けによって図ら

れる構造転換事業に対して補助が受けられ

るというものになっております。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（矢萩 浩君） ただいま農政

主幹が御答弁させていただきましたけれど

も、若干補足させていただきたいと思いま

す。 

この事業、一つは、病害虫の抵抗性品種

の導入、これが議員がおっしゃるジャガイ

モの部分でございます。 

こちらにつきましては、品目といたしま

して、こなゆたかほかの品種を導入しよう

とするものでございます。 

そして、さらには地力回復、地力増強だ

とか、そういったことを目標といたしまし

て、輪作年限の延長、今、３輪作というの

を結構やっていますけれども、これを豆類

を加えた４輪作に拡大していく取り組みで

ございます。 

このために、大豆、小豆、休閑緑肥を取

り入れることに対して助成をするものでご

ざいます。 

もう一つといたしましては、省力作業機

械等の導入といたしまして、二つの生産組

合に対して農業機械の導入を助成しようと

するものでございます。 

また、この助成につきましては、あくま

でも単年度の補助でございますので、この

事業は、ことし１年限りという認識でござ

います。 

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

９番藤原公一さん。 

○９番（藤原公一君） 私からは、４５ペ

ージの屋外体育施設維持管理事業費の増、

修繕料でお聞きしたいことがあります。 
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リリー山のリフトのロープ張りかえにつ

いてのお金だとお聞きしておりますが、こ

の部分で、総務文教厚生常任委員会でもお

聞きしましたが、ロープの張りかえに関し

ては、張りかえる新規のものではなくて、

旧のほうは張りかえして鉄くずになると思

うのですけれども、その予算がどれぐらい

のリサイクル料というか、鉄くずの買い取

り料というのが、もし１トンいくらとかわ

かればお教えください。 

○議長（大原 昇君） スポーツ振興主

幹。 

○スポーツ振興主幹（浅野謙司君） ただ

いまの質問にお答えしたいと思います。 

リフトのワイヤー取りかえにつきまして

は、８７０メートルということで、結構長

いロープを巻いたものを持って交換するの

ですけれども、交換に際しては、古いロー

プに新しいロープを仮受けといいますか、

巻きつけながら交換をしていくという作業

になっていくものだと思います。 

見積もりの中で細かい処分費といいます

か、売り払いの金額を差し引いたものでは

ないのですけれども、要は、６本のワイヤ

ーを巻き込んでいるものですから、芯にな

る繊維を取り除いて、ワイヤーを鉄くずと

して処分をしなくてはならないという作業

も当然入ってきます。 

運送費も含めて、見積もりの中ではそれ

も含めた中での金額となっておりますの

で、処分費だけの内訳については承知をし

ておりませんので、よろしくお願いしたい

と思います。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

１３番松浦和浩さん。 

○１３番（松浦和浩君） 一括という形に

なると思うのですけれど、３７ページの庁

舎改築、それと、４３ページの消防本部の

建てかえ、４５ページの多目的体育館の関

連質問という形で質問します。 

まず１点目、２０１８年一般町民には本

庁舎については約３０億円で建てますと、

４,５００平米でいきますということを町民

にお知らせしています。そのあと、パブリ

ックコメントで、建築費については３１億

８,０００万円ぐらいになりますという公開

をしています。 

今回、私たち議会には３２億円になりま

したという形での説明をされています。こ

の金額が上がった内容は、具体的にどうい

う要因で上がったのかというのをまずひと

つお聞かせ願いたい。 

二つ目、この変移した数字が、一般町民

の方にいつどのようにきちんと説明するの

か、その手順をどうするのか、それをお聞

かせいただきたい。 

まず、この二つです。 

それともう一つ、本庁舎については、５

億７,９７３万４,７６０円、まだこれが確

定してないのかなと、聞き取りの中で。外

構、解体、備品、移転費、あとその他の申

請費等入れて５億７,０００万円、この分が

また変更になる場合、どのように町民にお

知らせするのか、まずこの三つを先に確認

したいです。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 今御質問のあ

りました当初３０億円の総事業費です。 

３０億円ということで、当初説明をして

事業計画を立てていったわけでございます

けれども、これは当初の超概算の金額が３

０億円ということでスタートをさせていた

だきました。 

その後、設計あるいは計画していく中

で、プロポーザルをしたときにＺＥＢの導

入を図るということで、この分の事業費が

２億円程度アップしたということになって

ございます。 

ただ、このＺＥＢの方式を導入すること

によって、先ほど説明をいたしました補助

金が、総額として５億数千万円ということ

になるので、これは一般財源ベースでいけ

ば抑制を図れるということでこのＺＥＢを
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導入するということで、合わせて、環境に

配慮した建物ということになりますので、

これらを含めてＺＥＢを導入していくとい

うことで事業費がアップをしてきたという

ことになってございます。 

町民周知をどうするかということについ

ては、恐らくこの金額で最終の確定額だろ

うと考えています。 

これに、先ほど説明いたしました引っ越

しに要する経費がまだ出ていない、それか

ら備品類も出ていないというところもござ

いますので、それらを含めて最終総事業費

というような形になろうかというふうに思

っています。 

とりあえず、建物に関するものについて

は、恐らく今回実施設計が上がって、これ

が最終確定額だろうというふうに思ってい

ますので、これは町民の方には毎回ホーム

ページなどでお知らせをしておりますけれ

ども、この中で周知を図っていきたいとい

うふうに思っていますし、建物に関します

事業費については、広報等も通じて周知を

図っていきたいというふうに考えてござい

ます。 

○議長（大原 昇君） 庁舎建設主幹。 

○庁舎建設主幹（遠國 求君） 松浦議員

の質問の中で、３２億円についての町民周

知ということで、先ほど総務部長のほうか

らホームページ等を通じてということでご

ざいましたけれども、平成２９年から町広

報で連載しております新庁舎の建設情報、

その中で、来月の７月号、こちらにつきま

しては、新庁舎の事業費並びに財源につい

てということを記事掲載する予定でござい

ます。 

その中で３２億円、さらに、補助金です

とか、地方債、一般財源等の事業費につい

て、町民周知を図るということで予定をし

ていますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（大原 昇君） １３番松浦和浩さ

ん。 

○１３番（松浦和浩君） 住民周知につい

てはよくわかりました。 

特に、補助の関係が変わった。そして、

起債の額も変わった。 

逆に言えば、交付税措置で入ってくるの

が５億８,０００万円になりましたと、なか

なか一般町民の方にとってはわからない言

葉、わからない流れなのです。 

我々議会も、何回か聞いてやっと数字の

流れがわかったのですけれど、ぜひ、今回

ＺＥＢの導入によって、返ってくる交付税

措置の分がふえたということを、はっきり

言えばいい結果になったなと、町民負担が

減りましたので、そういうところをきちん

と説明したほうがいいのかなと思うので

す。 

先ほどの質問の中で一つだけ返ってきて

いないのですけれど、上がった理由です。 

聞き取りの中では、働き方改革、道の設

計単価、道の人件費、上がった分もこの中

に入れた形での今回の数字だと言われてい

るのです。 

その分の回答をもらえるかと思ったの

で、こっちで言ったのですけれど、そうい

うふうなところによって、この３２億円の

数字が今回表に出たということで間違いな

いですね。 

ということで、２回目。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 当初、概算事

業費として金額をお示しした中から、相

当、人件費あるいは資材費等々含めて値上

がりをしてきています。 

建設段階になると、それよりまだ上がる

だろうということで、事業費がアップをし

てきたというのが一つございます。 

それと、もう一つ、当初予定していなか

った、先ほど御説明いたしましたＺＥＢを

入れるということで、各種、窓ガラスから

全部仕様が変わってくるというもので事業

費がアップをしたというものもございま

す。 
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松浦議員おっしゃるとおり、今回、総事

業費としては上がっております。 

ただ、町の一般財源ベース、それから交

付税措置をされるベースということを考え

れば、町の負担としては相当減っているだ

ろうというふうに思っていますので、そこ

のところは、町民の皆様にもわかりやすい

形で説明するよう広報掲載なり、ホームペ

ージの中で説明させていただきたいという

ふうに考えてございます。 

○議長（大原 昇君） １３番松浦和浩さ

ん。 

○１３番（松浦和浩君） 最後の質問で

す。 

２回目の続きなんですけれど、ことしに

入ってから、働き方改革、あとは、道のい

ろんな設計単価等が上がっているというこ

とで、当然、美幌町の臨時職員単価表の中

にも、土木業適用単価表が決定次第、土木

系作業員の給料が上がりますという単価表

が美幌町でもあります。今回この建物につ

いては、その分も加味して金額をつくって

いるという説明は受けています。 

それでどうしても、今後、資材費が上が

れば、当然公共工事の契約の中で、ある程

度の適用基準の中で上がるのかなと。当

然、人件費ベースについても作業単価が上

がれば当然上がると思うのです。僕もその

とおりだと思うのです。 

もう一つ、先ほど言った働き方改革とい

うのが、結構美幌町のいろんな企業の中

も、相当ダメージを受けていて、もう始ま

っている会社もあります。 

そうしますと、今回この建物の総額、役

場の本庁舎も消防本部も多目的体育館も含

めまして、当然、働き方改革の人件費ベー

スが入っているというのを我々にも示され

ましたよね。 

そうすると、平成３１年度の予算がもう

３月で終わっていますけれど、既に令和元

年になって、執行の中でいろんな委託、管

理費、業務委託の発注も始まっていると思

いますけれど、当然に業務委託も外注も含

めて、働き方改革の積算基準が、本庁舎含

めた建物と同じように令和元年の予算にち

ゃんと反映されているのかどうか。建築だ

けでなく、その他の業務にも同じように反

映されている、そうでないとおかしいのか

なと、その確認をとりたくて質問をしてい

ます。 

御回答お願いします。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 基本的に、歩

掛りを使ったり、何なりということで、設

計を建築含めてさせていただいている中で

は、その歩掛り単価を基本として設計をさ

せていただいて、その中で、働き方改革の

部分が含まれているかどうかというのは、

歩掛りを見てみないとわからないですけれ

ども、そこは基本的に入っているのだと思

います。 

ただ、その歩掛りに平成３１年度の政策

部分が反映されるかどうか、それが不明確

なところもあろうかと思いますけれども、

そこは設計の中できちんと精査しながらや

っていくことが必要だとは考えておりま

す。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、議案第４１号平成３１年度美

幌町一般会計補正予算（第２号）について

を採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１８ 議案第４２号 
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○議長（大原 昇君） 日程第１８ 議案

第４２号平成３１年度美幌町介護保険特別

会計補正予算（第１号）についてを議題と

します。 

直ちに、提案理由の説明を求めます。 

民生部長。 

○民生部長（高崎利明君） 議案の４７ペ

ージをお開き願います。 

議案第４２号平成３１年度美幌町介護保

険特別会計補正予算（第１号）について御

説明申し上げます。 

平成３１年度美幌町の介護保険特別会計

補正予算（第１号）は、次に定めるところ

による。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ１１３万９,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１８

億８,９１３万円とする。 

第２項につきましては、事項別明細書で

御説明いたします。 

歳出から御説明いたしますので、５６ペ

ージ、５７ページをお開き願います。 

３、歳出。 

１款総務費、１項総務管理費、介護報酬

改定等対応システム改修委託料１１３万９,

０００円につきましては、消費税率引き上

げに伴う介護職員の処遇改善、介護報酬改

定に係るシステム改修の補正でございま

す。 

歳出は以上でございます。 

次に、歳入につきまして御説明いたしま

すので、５４、５５ページをお開き願いま

す。 

２、歳入。 

３款国庫支出金、２項国庫補助金、介護

保険事業費補助金につきましては、歳出で

御説明いたしましたシステム改修に伴う補

助金、５６万９,０００円でございます。 

その下の７款繰入金、１項一般会計繰入

金につきましては、システム改修に係る一

般会計からの事務費繰入金を増額するもの

でございます。 

以上、御説明いたしました。 

御審議賜りますようよろしくお願いいた

します。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第４２号平成３１年度美

幌町介護保険特別会計補正予算（第１号）

についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

暫時休憩をします。 

再開は、１５時といたします。 

午後 ２時２５分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 ３時００分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎議会運営委員長報告 

○議長（大原 昇君） 先ほど議会運営委

員会を開きましたので、委員長からその結

果について報告を求めます。 

１２番上杉晃央さん。 

○１２番（上杉晃央君） それでは、先ほ

ど議会運営委員会を開催しましたので、そ

の結果について御報告いたします。 

町長から一般廃棄物処理施設第Ⅲ期埋立

処分場の火災について追加の行政報告があ

ります。 

また、追加議案として、議案第４３号平

成３１年度美幌町一般会計補正予算（第３

号）についてが提出されましたので、本

日、第３日目の日程に追加し、審議するこ



 

－ 151 － 

とに決定いたしました。 

議員各位及び説明員の御理解と御協力を

お願いして、議会運営委員長としての報告

といたします。 

――――――――――――――――――― 

◎日程追加の議決 

○議長（大原 昇君） お諮りします。 

ただいま議会運営委員会委員長から報告

のあったとおり、日程第１８ 議案第４２

号平成３１年度美幌町介護保険特別会計補

正予算（第１号）の次に、行政報告を追加

し、追加日程第１とし、議案第４３号平成

３１年度美幌町一般会計補正予算（第３

号）を日程に追加し、追加日程第２とし、

議題にしたいと思いますが、これに御異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、行政報告及び議案第４３号

を日程に追加し、追加日程第１から追加日

程第２とし、それぞれ議題とすることに決

定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎追加日程第１ 行政報告 

○議長（大原 昇君） 追加日程第１ 行

政報告について。 

町長から追加行政報告があります。 

町長。 

○町長（平野浩司君） 本定例会に追加す

る行政報告と提出案件の概要について御説

明を申し上げます。 

追加する行政報告といたしましては、一

般廃棄物処理施設第Ⅲ期埋立処分場の火災

についてであります。 

去る６月４日、午前４時１６分、付近住

民の方から美幌消防署に登栄のごみ捨て場

から白い煙が見えるとの通報があり、登栄

３番地１の一般廃棄物処理施設第Ⅲ期埋立

処分場へ消防車両３台が出動し、消火活動

が行われた結果、午前７時２７分に鎮火し

たところであります。 

直ちに、美幌消防署及び美幌警察署によ

る火災現場調査、並びに施設維持管理委託

業者に聞き取りが行われましたが、堆積し

たごみからの自然発火が疑われるものの、

出火原因の特定には至らず、不明火として

扱われることになるとの報告を受けており

ます。 

また、一般廃棄物処理施設事務所に設置

された監視カメラの映像を確認したとこ

ろ、午前２時８分ごろに出火箇所付近から

光が上がり、その光の範囲が徐々に広がっ

ていく様子が映っていたことから、出火時

刻は午前２時８分ごろと思われます。 

罹災状況につきましては、遮水シートの

焼失１,４８０平方メートルとネットフェン

ス８２メートルの焼損であり、早期の復旧

が必要なことから、本定例会に補正予算を

追加提案させていただきたいと存じます。 

なお、今回の火災によって直接搬入ごみ

の受け入れを一時中止いたしましたが、養

生シートによる緊急の雨水対策を講じて、

火災発生の翌日には受け入れを再開してお

ります。 

町民生活に重要な施設の一部を焼失さ

せ、町民の皆様並びに議会議員の皆様に多

大な御迷惑と御心配をおかけしましたこと

を、心から深くおわび申し上げます。 

今後、このような事故のないように、施

設の安全管理を徹底し、再発防止に向けて

万全を期してまいりますので、御理解を賜

りますようお願い申し上げまして、行政報

告とさせていただきます。 

次に、本定例会に追加して提案いたしま

す議案について御説明申し上げます。 

議案第４３号平成３１年度美幌町一般会

計補正予算（第３号）については、一般廃

棄物処理施設第Ⅲ期埋立処分場の火災によ

り焼失した遮水シート、焼損したネットフ

ェンスの復旧に要する経費等として、６,６

７４万２,０００円を追加しようとするもの

であります。 

なお、細部につきましては、担当部長よ
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り御説明を申し上げますので、御審議の

上、原案に御協賛を賜りますようお願い申

し上げまして、追加する行政報告と提出案

件の概要説明といたします。 

以上、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（大原 昇君） ただいまの行政報

告、一般廃棄物処理施設第Ⅲ期埋立処分場

の火災についての質疑を許します。 

質疑は１人３回までといたします。 

１０番坂田美栄子さん。 

○１０番（坂田美栄子君） ただいま行政

報告を受けました。その中で、今回の原因

としては、不明火として扱われることにな

ったということです。ただ、最後のほうに

言われたように、事故のないように再発防

止に向けて万全を期したいということです

が、原因がわからなければ再発防止に向け

ての取り組みができないのではないかと思

いますが、今後の予定として、原因を究明

するのかどうか、お聞かせいただきたいと

思います。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（高崎利明君） 今回の火災原

因につきましては、不明火ということで、

調査の結果、特定できないということで報

告を受けているところでございますが、発

火の可能性のあるものといたしましては、

電池類、リチウムイオン電池とか、スプレ

ー缶等が考えられますので、こういう部分

につきましては、町民の御理解を得てとい

う形になりますけれども、一般ごみの中に

そういうごみを入れないよう分別して出し

ていただくというような周知を徹底するこ

とによって、自然発火の原因が抑えられる

ということで考えております。 

それ以外に、原因ではないですが予防策

としまして、委託事業者とも話をしており

ますけれども、事故があったときに通報が

来るようなシステムだとか、そういう部分

等につきましてこれからどういう形が１番

いいのかという協議をして進めていきたい

と考えておりますので、御理解願いたいと

思います。 

○議長（大原 昇君） １０番坂田美栄子

さん。 

○１０番（坂田美栄子君） 説明でわかり

ましたが、やはり原因がわからないと防ぎ

ようがないのではないかというのが現実問

題かと思いますので、例えば、本当にこの

原因を究明する手だては全くないのでしょ

うか。 

いずれにしても、原因を究明する何かを

考えなければならないのではないかと思う

のですが、いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（高崎利明君） 今回、消防署

と警察署のほうで原因を特定、究明してい

ただいているのですけれども、特定には至

っていないというところでございますの

で、特定するのは非常に難しいのかなとい

うふうに思っておりますが、監視カメラの

映像から深夜の人のいない時間帯に発火し

ているという状況からして、人為的なこと

ではないということで、その確認はしてい

るのですが、自然発火が疑われるというだ

けで、原因が何だったかというのは特定に

は至らないということでございますので、

御理解いただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ３番大江道男さ

ん。 

○３番（大江道男君） 今回の火災の補償

に伴って、美幌町は、６,６７４万２,００

０円の新たな町費を使うということになる

のだと思います。 

それで、この金額を含めて、町民は、春

には水道で事故があった、今度は火災によ

る損害賠償かということで、二つ重ねて受

けとめるということになると思います。 

金額も二つ合わせると結構なものだとい

うことと、財政調整基金によって財源を賄

うということは、保険がきかないというこ

とで、これも含めて原因の究明と再発防止

をどうするかというのは、どなたもそうい

う目で見ると思います。 



 

－ 153 － 

ただいまの行政報告の中では、不明火と

して扱われ、警察も消防も専門家集団では

ないわけだから、とりあえず、原因の特定

はできなかったということで、処理をされ

ると思うのですが、多分、これでは町民は

納得しないだろうと思います。 

役場のグループだってもともと専門家集

団ではないわけだから行政の内部では手に

負えない事案ではないかというふうに思う

のです。 

したがって、原因の究明は、第１、第

２、第３にと可能性の高いものから拾い上

げて、しかも、構成が専門の方を交えて、

なるほどそれならその次の順番も含めて、

一定の究明が行われ、注意をしなければな

らないということが、受け取った町民がよ

くわかるという状況で再発防止を呼びかけ

ない限り、一般論としてはおさまりがつか

ないということだと思いますので、私は、

町長の方向がどうかはわかりませんけれ

ど、やはり、科学的な原因究明をこの際や

る必要があるのではないかというふうに思

います。 

担当部長が、リチウム電池という話もさ

れていますけれど、一応、美幌町が集めて

いるごみの種別によって、どんな可能性が

あるのかということをベースにして、出火

原因についてはもっと踏み込まないと町民

は納得しないというのがベースにあると思

いますので、そのことをぜひやっていただ

きたい。 

そして、その原因物質を取り除かなけれ

ばいけないということで、説得力のある対

応をしないといけないというように思いま

すが、いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今回、このような

出火をさせたことに関しては、本当に町民

の皆様、それから議員の皆様に申しわけな

く思っております。 

今御指摘のあるもの、言うならば、出火

原因の特定をもう少ししっかりやるべきだ

というご指摘だと思いますが、どこまでで

きるかということについては、少し考えさ

せていただきたいと存じます。 

一般的に埋め立て処分の中において、火

災の原因になると一般的にいわれているも

のはあります。 

ですから、町民の方に呼びかける前のこ

とも、呼びかけるのですけれども、それの

分別も含めてどうするかという今のやり

方、それから、本来、埋め立ては、ある程

度火災が発生する可能性があるという中

で、上に土をかけて発火原因をつくらない

ということもやってきているはずなので

す。 

それは、上にのせる土の量とか、それか

ら、下に入る埋め立てごみとのバランスの

中で、確実に毎日全部土を覆っていく、や

はり埋立処分場の寿命のこともあって、そ

の辺が適正にできるかどうかということ

も、今後きちんと考える必要があると思っ

ております。 

それと、今回は出火した時間が午前２時

ごろであります。ですから、この辺の考え

方、これが日中であれば、こんなに大きな

被害面積にはならなかったと思うのです。

たまたま夜で誰もいない。 

言うならば、監視カメラは夜の記録カメ

ラといったほうが正解で、ついてはいるの

ですけれども、ただ録画だけですので、そ

ういう意味では、それを見たときに第三者

が入ってきて火をつけたとか、そういう確

認は警察にはしてもらえたのですけれど

も、逆にそれを、例えば、炎のセンサーと

か、そういうものを検討するということも

指示を出しております。 

ですから、今回の焼損が大きくなった原

因としては、夜間であったということが一

つであると思います。 

それから、保険も検討してほしいという

話をしています。 

今、町の施設全てが保険に入りきれてい

ない部分もありますし、私が説明を受けて
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いる中でいけば、今回のごみ施設について

は、当時の工事費も含めて全部にかけると

かなり金額が大きくなるという話の中で、

何かあった場合の対応策としては、今回み

たいにほかの財源を頑張って検討して、い

ろいろ掛け合って、担当にはしていますけ

れども、一般財源を持ち出すという可能性

が非常に強い中においては、今言った保険

とか、監視体制、それから、作業の中で上

に土をかけていく作業のこともしっかり分

析して、そして、町民の方々にもこういう

ことでこういうものが入ると出火原因にな

るということで、協力をお願いしたいとい

うこともしっかりやっていきたいと思って

います。 

先ほどの話になりますけれども、出火原

因を特定するまで専門の人たちを入れて、

そこまでやるかについては、今の段階では

わかりましたという答弁はできませんの

で、御理解いただきたいというふうに思っ

ております。 

今の状況は、しっかり受けとめているこ

とは事実でございます。 

○議長（大原 昇君） ３番大江道男さ

ん。 

○３番（大江道男君） 美幌町のごみの

埋め立ては、火災を起こさないためには焼

却するというのが基本になっていて、焼却

はせずに埋め立てをするということで、埋

め立てに伴ってさまざまな原因で自然に発

火する、煙が出るというようなことは、国

内ではないですけれど映像などではよく見

られます。 

だから、埋め立てに伴う危険性というも

のは、もともとこの方式を選んだ段階から

避けられないのだと思うのです。 

ただ同時に、不明ですという処理だけで

は町民は納得しません。改めて、この方式

に伴って、しかも、美幌町が受け入れてい

るごみの種類によっては、組み合わせによ

って発火する可能性を持った方程式がある

のだろうと思うのです。組み合わせによっ

て可能性は残されているので、そういう点

では美幌町が第１号の埋立処分場ではない

わけだから、全道的に、歴史的にも埋め立

て方式に伴う危険性というのはあるわけ

で、これが一般論として当然だという事で

定着しているのであれば、せめて、今回の

出火は不明だけれども、埋め立て処分に伴

う危険性はかくかくしかじかあるというこ

とを明記した上で、これを選択している町

としては、極力危険を排除しなければなら

ないということで、町民がなるほどと納得

した上で、今回の損害金そのものも選んだ

以上しようがないというところまでの、道

理のある対応が求められているというふう

に思います。 

本来、まれなケースであれば第三者を交

えて、専門家を交えて究明を図るべきだと

思いますが、こういう事例は、各地でこの

方式を選んだ限りは避けられないというの

が定説になっているのだとすれば、そこか

ら教訓を導いて、美幌町でもこういう徹底

をしていきましょうということで対応をし

ないといけないと、このように思います。 

事故が重なっているということをベース

にして、町民の納得のいく対応を、ぜひ、

新町長としてやっていただきたいというこ

とを申し上げて、御答弁をいただいて、私

は終わりたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） ありがとうござい

ます。 

今、焼却ではなく埋め立てを選んだとい

うことにおいては、今、大江議員が言われ

たことはそのとおりだと思っております。 

私の立場とすれば、きちんと町民の方々

が納得する方法を示した中で、どこまでで

きるかわかりませんけれど、ただ不明火で

したということを示すというよりも、町民

が納得する方法を示すように努力をして、

町民の方々の協力を求めていくということ

をしっかりやりたいと思っております。 

よろしくお願いします。 
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○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 以上で、質疑を終

わります。 

これで行政報告を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎追加日程第２ 議案第４３号 

○議長（大原 昇君） 追加日程第２ 議

案第４３号平成３１年度美幌町一般会計補

正予算（第３号）についてを議題としま

す。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 追加議案書の

３ページになります。 

議案第４３号平成３１年度美幌町一般会

計補正予算（第３号）について御説明を申

し上げます。 

平成３１年度美幌町の一般会計補正予算

（第３号）は、次に定めるところによる。 

今回の補正につきましては、６月４日に

発生いたしました第Ⅲ期ごみ埋立処分場の

火災に係ります応急措置及び復旧工事に係

る経費について補正を行おうとするもので

ございます。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ６,６７４万２,０００円を追加

し、歳入歳出それぞれ１０９億３,８５７万

２,０００円とするものでございます。 

第２項につきましては、事項別明細書に

より御説明を申し上げますので、１２ペー

ジ、１３ページをお開きいただきたいと思

います。 

歳出でございます。 

４款衛生費、２項清掃費、１目塵芥し尿

処理費でございます。 

ごみ処分場維持管理事業費の増、総額で

６,６７４万２,０００円の追加の補正でご

ざいます。 

施設維持管理等委託料、第Ⅲ期埋立処分

場養生シート設置委託料１４万４,０００円

につきましては、火災が発生したことから

その後の雨水対策として養生シート設置の

ための委託料としての補正でございます。 

その下の自動車等借上料、２２４万７,０

００円につきましては、この養生シート設

置に係りますバックホー、ブルドーザー、

ダンプ等の自動車の借り上げ料に係る追加

補正でございます。 

工事請負費、第Ⅲ期埋立処分場遮水シー

ト等補修工事、６,４２５万１,０００円に

つきましては、今回の火災により焼失いた

しました遮水シートなど及びフェンスの復

旧を行うための工事費でございます。 

その下、原材料費１０万円につきまして

は、覆土用の火山灰でございます。 

なお、この復旧工事に係ります概要につ

きましては、後ほど参考資料により御説明

させていただきたいと思います。 

次に、歳入について御説明を申し上げま

すので、１０ページ、１１ページにお戻り

いただきたいと思います。 

１９款繰入金の財政調整基金繰入金６,６

７４万２,０００円でございますが、これに

つきましては、今回の補正に係ります財源

を財政調整基金に求めるものでございま

す。 

なお、今補正後の財政調整基金の年度末

予定残高につきましては、１３億３０４万

９,０００円となってございます。 

なお、保険加入の施設ではないことか

ら、財源については、現在、特別交付税の

措置について協議を行っているところでご

ざいますが、極めて厳しい状況であると認

識をしているところでございます。 

以上、御説明申し上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（高崎利明君） ただいま御説

明いたしました第Ⅲ期埋立処分場遮水シー

ト等補修工事につきまして、工事概要を御

説明させていただきますので、追加の参考
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資料の２ページをお開き願います。 

今回の工事は、美幌町字登栄３番地の

１、一般廃棄物処理施設第Ⅲ期埋立処分場

の火災に伴い、焼失いたしました遮水シー

ト及びネットフェンスを補修するものでご

ざいます。 

工事箇所につきましては、図面中央部に

点線で囲っておりますこの部分が現在埋め

立てを行っております第Ⅲ期埋立地でござ

います。 

この南側、図面では横になっております

けれども、左側の斜線で表示しております

部分が消失箇所でございます。 

この部分の遮水シート１,４８０平方メー

トルを焼失前と同じ５層構造の遮水シート

に張りかえを行うものでございます。 

それと、遮水シート補修箇所の南側、図

面では斜線で囲ったところの左側に矢印の

黒線で表示しておりますが、この箇所に設

置されております高さ２メートルの飛散防

止用ネットフェンス、これが８２メートル

ありますが、これの取りかえを行うもので

ございまして、工事費が６,４２５万１,０

００円となっております。 

以上、御説明いたしました。 

御審議賜りますようよろしくお願いいた

します。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

８番古舘繁夫さん。 

○８番（古舘繁夫君） 今、説明をいただ

きましたので、大体のことは理解をさせて

いただきましたが、６,４００万円というの

が復元する費用というか、工事費です。 

これはどういう人が施行するのか。町が

発注する土木業者だと思うのですが、それ

はどういうランクのどういう方々なのかと

いうことが一つ伺いたいことです。 

それと、今回の事業費が６,６００万円と

いうことは、ここに詳細が書いてあります

ように、養生シートが１４万４,０００円で

すとか、そうすると、自動車等借上料、二

百二十数万円というのが、これも説明を受

けたいのですけれども、誰がこういう仕事

をしたのでしょうか。これからするのでし

ょうか。 

その辺をこの工事費であります６,４００

万円以外のこのことについて、御説明いた

だけるものがあれば、ぜひお願いします。 

以上です。 

○議長（大原 昇君） 環境生活主幹。 

○環境生活主幹（渡辺靖行君） バックホ

ー等の自動車等借上料でございますが、当

日、火災が起きたときにバックホー等が現

場にありまして、燃えているものをかき出

したりするのに使っております。 

それと、現場を確認するために、どこま

で燃えているかということもありましたの

で、焼けたところの縁を掘るのに使用した

ものでございます。それは既存予算で対応

させていただいております。 

養生シートにつきましても、業者が入り

まして、ごみ処理場の覆土ですとかしてお

りますので、緊急を要することから、いた

業者に対応していただいたところでござい

ます。 

以上でございます。 

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（高崎利明君） 先ほどありま

した工事請負費の関係でございますけれど

も、こちらにつきましては、町内の土木業

者でできるとは思うのですが、これから開

催の指名委員会の中で業者等を指名してい

きますので、一応、今までの例からいきま

すと、土木業者で対応ができると考えてお

ります。 

○議長（大原 昇君） ８番古舘繁夫さ

ん。 

○８番（古舘繁夫君） もうちょっと説明

してほしいのは、バックホーがたまたまあ

ったというお話で、どうしてあるのだろ

う、何かの工事が発注されていたというこ

とであれば、バックホーを借り上げている
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のはこういうことがあったのでお借りし

て、その業者にお願いしたのだというその

辺のお話をしてください。 

それと、今、部長から話があったのは、

これから、指名委員会を開いて、業者の選

定というお話がありましたが、本当にだん

だん仕事が忙しくなって、業者の方も本当

に一生懸命やっています。 

これは、ある一定の期間をもって、そし

て、お互いがちょうどいい時に、いい仕事

をしっかりやってもらうということを考え

たら、いつごろ発注して、いつごろが完成

の時期かというのも、ぜひ、行政側として

は、こういうなかなか考えられない突発的

な工事でありますけれども、ビニールが５

層にもなっているという仕事なので、その

辺を加味しながら発注についての詳細がわ

かるのであれば、教えていただきたいと思

います。 

以上です。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（高崎利明君） まず、重機の

借り上げでございますけれども、こちらに

つきましては、今回燃えたところではなく

て、下の第Ⅱ期埋立処分場の覆土をやって

おりましたので、そちらのほうで来ていた

重機を火災時に上に上がっていただいて、

かき出し等の消火支援をしていただいたの

と、今補正をしたのは、先食いした部分の

借り上げ料を補填する部分と、これから工

事をするに当たって、場所を整地したりし

なくてはいけない部分で使うということで

計上させていただいております。 

工事につきましては、古舘議員がおっし

ゃったとおり、このシートは特殊なもので

ございまして、発注してから２カ月半程度

作成に時間を要することと、来てからも圧

着というか、接合するのに暖かい時期、１

０月末ぐらいまででないとうまくつかない

ということもありますので、早期に今回の

補正を御認めいただきましたら、すぐに７

月に発注をさせていただいて、ことしの冬

には支障がないように工事ができるよう発

注をしたいと考えておりますので、御理解

願いたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

１番戸澤義典さん。 

○１番（戸澤義典君） 冬までには完成さ

せたいというお話をいただきましたけれど

も、実際にこの工事をする間に、ごみの受

け入れ業務について何か影響を及ぼすこと

はないのか、あるとすればその対応策はあ

るのか、その２点についてお聞かせくださ

い。 

○議長（大原 昇君） 環境生活主幹。 

○環境生活主幹（渡辺靖行君） 施設管理

委託業者とも十分協議をしておりますが、

受け入れには影響はない状況であります。 

以上でございます。 

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

１２番上杉晃央さん。 

○１２番（上杉晃央君） 先ほどの説明の

中で、たまたま現場にバックホーがあった

とか、養生シートについては、指定管理者

のほうに緊急性を要するからということ

で、不足する部分を今回補正しているとい

う説明だったのですが、一般的に、今まで

もこういう火災とか、そういったときに緊

急処置する場合、既定予算の中で対応し

て、そのあと追加補正するということがル

ールだったのか、その辺のことをお尋ねし

ておきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 基本的に有し

ている予算によって違うのだろうと考えて

ございます。 

既存の予算で対応できる部分について

は、先食いをした中で、後に補正で追加を

させていただくということです。 

ただ、予算がない費目については、専決

してでもやらなければいけないものは応急
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措置をしなければいけないということで、

それぞれの予算の残高、あるいは予算の組

み方等々含めて、ケースバイケースかと思

いますが、いずれにしても、応急措置等に

ついては、すぐに措置をしなければいけな

いということからいけば、恐らく、先食い

をするか、専決をするかという形の対応に

なるとは考えてございます。 

○議長（大原 昇君） １２番上杉晃央さ

ん。 

○１２番（上杉晃央君） 今回結果とし

て、先食いした部分を補正しているという

ことなのですけれど、それぞれ委託料につ

いても、自動車等借上料についても、個々

の管理事業費の中には当然あるのは承知し

ておりますが、専決処分するのと、後から

追加補正するその線引きというか、どうい

う場合に専決をして、どういう場合に追加

補正でやるのか、その辺も今回どういう判

断でそのようにされたのかを説明いただけ

ればと思います。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 先ほど、予算

の残高等々ということで、明らかに予算が

ないという場合については専決措置をしな

ければいけないというふうに考えてござい

ます。 

明確な部分、今回も本来であれば専決処

分をすることが正しいのかもしれませんけ

れども、予算があるということで既存の予

算の中で対応して、使用した部分について

は後ほど追加の補正ということで、今回、

既存の予算で先食いをさせていただきまし

たが、上杉議員がおっしゃる専決処分とそ

れから先食い、追加の補正ということにつ

いての明確な基準は持ち合わせておりませ

んけれども、予算対応が今の現計予算にお

いてできるかどうかということで判断をさ

せていただいているというのが現実的なと

ころだというふうに考えてございます。 

○議長（大原 昇君） １２番上杉晃央さ

ん。 

○１２番（上杉晃央君） 今後もこういう

ことがいつ起きるかはわかりませんけれど

も、行政側の考え方としては、既定予算の

中で緊急性があって対応できる場合につい

ては、その予算を使って対応して、その

後、通常の業務運営に支障が出てくれば、

そこにかかった費用については追加で補正

をしていくと、そういう考え方で町はルー

ルが決まっていないと言っても、今後もも

ちろんこういうことがいつ発生するかわか

りませんので、そのことを再度、確認して

おきたいと思いますが、そういうことで議

員としては理解してよろしいでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 今回、朝方の

火災ということ、それから雨水対策の工事

もすぐにやらなければいけないということ

で、すぐに作業に取りかかる必要性がある

ということから、先食いの対応と追加補正

という対応でさせていただいたところでご

ざいます。 

ただ、その応急措置がなくて、ある程度

の期間を設けられるようなものであれば、

きちんと議会にもお話をさせていただい

て、専決をしていくということだと考えて

ございますが、こういった災害、あるい

は、火災等の発生について、応急措置が必

要なものについては、既存予算があるもの

は既存の予算での対応という形で進めてい

きたいというふうに考えてございます。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

７番馬場博美さん。 

○７番（馬場博美君） １点だけ教えてい

ただきたいと思います。 

先ほど、火災の保険の適用なしというこ

とで御説明ありましたけれども、今回は火

災保険に入っていないということで適用が

ないのか、例えば、ごみ処理施設が今回こ

ういうことになりましたので、今後、保険

に加入できるかどうかを含めて、御答弁を

お願いしたいと思います。 
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○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 先ほど、保険

適用外と説明させていただいたのは、保険

に加入していない施設ということでござい

ます。実際、保険の加入は可能でございま

す。 

保険加入の積算基礎としては、ここに係

る造成費をもととして保険料を算定すると

いうことで、おおむね算定をしますと年間

約６０万円程度の保険をかけるということ

になってございます。 

先ほど、町長も答弁の中で申しておりま

したが、保険加入の可否についても検討し

ていく必要があるというふうに考えてござ

います。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、議案第４３号平成３１年度美

幌町一般会計補正予算（第３号）について

を採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１９ 意見書案第１号 

○議長（大原 昇君） 日程第１９ 意見

書案第１号新たな過疎対策法の制定に関す

る意見書についてを議題とします。 

本案は、会議規則第３９条第２項の規定

によって、提案理由の説明を省略したいと

思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、提案理由の説明を省略する

ことに決定しました。 

これから質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、本意見書案についてを採決し

ます。 

お諮りします。 

本意見書案は、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、本意見書案は、原案のとお

り可決されました。 

ただいま可決されました意見書は、議長

において別紙記載の提出先に提出すること

といたします。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２０ 意見書案第２号 

○議長（大原 昇君） 日程第２０ 意見

書案第２号国の責任による３５人以下学級

の前進を求める意見書についてを議題とし

ます。 

本案は、会議規則第３９条第２項の規定

によって、提案理由の説明を省略したいと

思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、提案理由の説明を省略する

ことに決定しました。 

これから質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、本意見書案についてを採決し

ます。 

お諮りします。 

本意見書案は、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、本意見書案は、原案のとお

り可決されました。 

ただいま可決されました意見書は、議長

において別紙記載の提出先に提出すること

といたします。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２１ 意見書案第３号 

○議長（大原 昇君） 日程第２１ 意見

書案第３号「これからの高校づくりに関す

る指針」を見直し、機械的な高校統廃合を

行わないこと求める意見書についてを議題

とします。 

本案は、会議規則第３９条第２項の規定

によって、提案理由の説明を省略したいと

思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、提案理由の説明を省略する

ことに決定しました。 

これから質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、本意見書案についてを採決し

ます。 

お諮りします。 

本意見書案は、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

本意見書案は、原案のとおり可決されま

した。 

ただいま可決されました意見書は、議長

において別紙記載の提出先に提出すること

といたします。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２２ 意見書案第４号 

○議長（大原 昇君） 日程第２２ 意見

書案第４号特別支援学校の設置基準の策定

及び特別支援学級の学級編制標準の改善を

求める意見書についてを議題とします。 

本案は、会議規則第３９条第２項の規定

によって、提案理由の説明を省略したいと

思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、提案理由の説明を省略する

ことに決定しました。 

これから質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、本意見書案についてを採決し

ます。 

お諮りします。 

本意見書案は、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、本意見書案は、原案のとお

り可決されました。 

ただいま可決されました意見書は、議長

において別紙記載の提出先に提出すること

といたします。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２３ 意見書案第５号 

○議長（大原 昇君） 日程第２３ 意見

書案第５号２０１９年度北海道最低賃金改

正等に関する意見書についてを議題としま

す。 

本案は、会議規則第３９条第２項の規定

によって、提案理由の説明を省略したいと

思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、提案理由の説明を省略する

ことに決定しました。 



 

－ 161 － 

これから質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、本意見書案についてを採決し

ます。 

お諮りします。 

本意見書案は、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、本意見書案は、原案のとお

り可決されました。 

ただいま可決されました意見書は、議長

において別紙記載の提出先に提出すること

といたします。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２４ 意見書案第６号 

○議長（大原 昇君） 日程第２４ 意見

書案第６号２０２０年度地方財政の充実・

強化を求める意見書についてを議題としま

す。 

本案は、会議規則第３９条第２項の規定

によって、提案理由の説明を省略したいと

思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、提案理由の説明を省略する

ことに決定しました。 

これから質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、本意見書案についてを採決し

ます。 

お諮りします。 

本意見書案は、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、本意見書案は、原案のとお

り可決されました。 

ただいま可決されました意見書は、議長

において別紙記載の提出先に提出すること

といたします。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２５ 意見書案第７号 

○議長（大原 昇君） 日程第２５ 意見

書案第７号日米貿易協定交渉に関する意見

書についてを議題とします。 

本案は、会議規則第３９条第２項の規定

によって、提案理由の説明を省略したいと

思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、提案理由の説明を省略する

ことに決定しました。 

これから質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、本意見書案についてを採決し

ます。 

お諮りします。 

本意見書案は、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、本意見書案は、原案のとお

り可決されました。 

ただいま可決されました意見書は、議長

において別紙記載の提出先に提出すること

といたします。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２６ 報告第６号 

○議長（大原 昇君） 日程第２６ 報告

第６号平成３０年度美幌町一般会計予算繰

越明許費繰越計算書について。 

お手元に配付しているとおり、報告書の
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提出がありましたので、お聞きすることが

あれば許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） ないようでありま

すので、報告第６号平成３０年度美幌町一

般会計予算繰越明許費繰越計算書について

はこれで終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２７ 報告第７号 

○議長（大原 昇君） 日程第２７ 報告

第７号一般財団法人美幌みどりの村振興公

社の経営状況報告について。 

お手元に配付しているとおり、報告書の

提出がありましたので、お聞きすることが

あれば許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） ないようでありま

すので、報告第７号一般財団法人美幌みど

りの村振興公社の経営状況報告については

これで終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２８ 報告第８号 

○議長（大原 昇君） 日程第２８ 報告

第８号例月出納検査報告について（２月～

４月分）。 

お手元に配付しているとおり、報告書の

提出がありましたので、お聞きすることが

あれば許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） ないようでありま

すので、報告第８号例月出納検査報告につ

いて（２月～４月分）はこれで終わりま

す。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２９ 議員の派遣について 

○議長（大原 昇君） 日程第２９ 議員

の派遣についてを議題とします。 

お諮りします。 

議員の派遣については、お手元に配付し

た印刷物のとおり派遣することに御異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、本件は、お手元に配付した

とおり派遣することに決定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第３０ 閉会中の継続調査 

について 

○議長（大原 昇君） 日程第３０ 閉会

中の継続調査についてを議題とします。 

各委員長から、会議規則第７５条の規定

によって、お手元に配付した印刷物のとお

り申し出があります。 

お諮りします。 

各委員長から申し出のとおり、閉会中の

継続調査とすることに御異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、各委員長から申し出のとお

り、閉会中の継続調査とすることに決定し

ました。 

――――――――――――――――――― 

◎閉会宣告 

○議長（大原 昇君） 以上で、本定例会

に付議されました案件は全部終了しまし

た。 

会議を閉じます。 

これで、令和元年第３回美幌町議会定例

会を閉会します。 

お疲れさまでした。 

 

午後 ３時５５分 閉会   
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